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は
じ
め
に

　

現
代
歴
史
学
は
「
言
語
論
的
転
回
」
が
提
起
し
た
認
識
論
的
問
題
を
意
識
し
つ
つ
、
多
様
な
方
向
性
を
持
つ
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を

試
み
て
き
た（

（
（

。
そ
の
中
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
並
ん
で
注
目
さ
れ
て
き
た
「
新
し
い
文
化
史
」（
文
化
論
的
転
回
）
は
、

Ｐ
・
バ
ー
ク
の
手
際
よ
い
整
理
に
よ
れ
ば
、
文
化
を
規
則
の
体
系
と
し
て
捉
え
る
構
造
主
義
へ
の
反
発
や
、
分
野
の
細
分
化
へ
の
批
判

を
背
景
と
し
、
人
間
の
営
み
と
し
て
の
文
化
の
全
体
性
を
指
向
す
る
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
対
象
の
広
が
り
は
決
し
て
一
括
り
に
で
き

る
も
の
で
は
な
い
が
、
総
じ
て
学
際
的
で
、
規
範
よ
り
も
実
践
（
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
、
プ
ラ
テ
ィ
ー
ク
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
を
重
視
す
る
。

こ
う
し
た
「
新
し
い
文
化
史
」
も
、
注
目
を
浴
び
た
一
九
八
〇
年
代
以
来
、
既
に
三
〇
年
余
を
経
て
次
の
段
階
へ
と
移
る
時
期
に
来
て

い
る
と
考
え
る
バ
ー
ク
は
、
そ
の
一
つ
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
、「
文
化
史
」
の
さ
ら
な
る
対
象
領
域
の
拡
張
を
挙
げ
、
事
例
と
し
て
暴

力
、
情
動
と
と
も
に
政
治
の
文
化
史
に
言
及
す
る（

（
（

。
欧
米
の
中
世
史
研
究
に
お
い
て
も
社
会
史
か
ら
文
化
史
へ
の
重
心
移
動
に
と
も
な

い
、
様
々
な
ト
ピ
ッ
ク
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
ア
ナ
ー
ル
の
系
譜
を
引
く
社
会
史
的
文
化
史
で
は

殆
ど
関
心
を
引
く
こ
と
の
な
か
っ
た
、
中
世
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。

　

こ
の
議
論
が
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
市
民
的
公
共
圏
」
論
へ
の
関
心
に
由
来
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
啓
蒙
的
モ
ダ
ニ
ズ

ム
に
根
ざ
す
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
モ
デ
ル
は
、
既
に
様
々
な
批
判
を
浴
び
て
い
る（

（
（

。
ま
し
て
中
世
に
「
公
共
圏
」
概
念
を
用
い
る
の
は
時
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五
〇

代
錯
誤
だ
、
と
い
う
批
判
が
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
今
世
紀
に
入
っ
て
欧
米
で
は
中
世
の
「
公
共
圏
」
に
関
す
る
論
集
、

単
著
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
。
例
え
ば
後
述
の
よ
う
に
Ｌ
・
メ
ル
ヴ
ェ
は
叙
任
権
闘
争
期
の
オ
ー
プ
ン
な
議
論
の
中
に
「
公
共
圏
」

の
発
生
を
見
出
し
、
こ
れ
を
政
治
的
公
共
圏
と
表
現
す
る
。
ま
た
Ｃ
・
Ｗ
・
コ
ー
ネ
ル
の
近
著
は
「
公
共
圏
」
を
表
題
に
掲
げ
て
い
な

い
も
の
の
、
公
論popular opinion

と
不
可
分
の
概
念
と
し
て
、
繰
り
返
しpublic sphere, public voice

に
言
及
し
て
い
る（

（
（

。
こ

れ
ら
の
近
著
を
含
め
、
少
な
か
ら
ぬ
研
究
が
、
第
一
に
叙
任
権
闘
争
期
に
お
け
る
教
会
改
革
や
王
権
と
教
皇
権
の
関
係
を
め
ぐ
る
知
識

人
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
論
争
の
中
に
、「
公
共
圏
」
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
以
後
中
世
盛
期
、
後
期
に
及
ぶ
「
公
共
圏
」
を
め
ぐ

る
近
年
の
研
究
は
、
リ
テ
ラ
ル
、
オ
ー
ラ
ル
、
そ
し
て
非
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
み
出
す
メ
タ
フ
ィ

ジ
カ
ル
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
（
市
場
、
広
場
、
公
会
議
な
ど
）
な
言
説
空
間
の
構
造
と
機
能
を
多
面
的
に
考
察
す
る
。
中
世
の
「
公
共
圏
」

は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
言
う
「
市
民
的
公
共
圏
」
と
は
異
な
り
、
国
家
や
権
力
か
ら
自
立
し
た
討
議
の
ア
リ
ー
ナ
と
い
う
性
格
は
弱
く
、

そ
の
存
在
と
機
能
は
、
権
力
の
正
当
性
意
識
や
戦
略
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
歴
史
的
条
件
の
相
違
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
九
九
〇
年
代
以
後
「
公
共
圏
」
を
主
題
、
副
題
に
掲
げ
た
中
世
史
研
究
が
目
立
つ
背
景
に
は
、
こ
の
概
念
を
参
照
軸
と

し
て
中
世
の
政
治
と
社
会
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
新
た
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
得
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
も
の
と
考
え
た
い
。

な
お
本
稿
で
の
「
公
共
圏
」
と
「
公
共
性
」
の
用
語
区
別
に
つ
い
て
は
次
節
の
（
二
）
で
明
ら
か
に
す
る
。

　

バ
ー
ク
は
『
歴
史
学
と
社
会
理
論
』
に
お
い
て
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
学
・
社
会
理
論
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、「
非
固
定

化
（destabilization

）」
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
法
・
制
度
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
実
践
、
経
験
の
プ
ロ
セ
ス
や
流
動
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

へ
の
関
心
の
移
動
で
も
あ
る（

（
（

。
こ
の
動
向
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
盛
行
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
つ
ま
る
と

こ
ろ
（
殆
ど
制
度
化
さ
れ
な
い
）
中
世
の
「
公
共
圏
」
へ
の
関
心
は
、
歴
史
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
生

み
出
す
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
政
治
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
へ
の
関
心
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
意
図
は
そ
う
し
た
最
近
の
研
究
を
紹
介
、

検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
に
中
世
盛
期
・
後
期
の
多
様
な
広
が
り
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
と
権
力
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）

0441_2-04- 服部良久先生 _v15



五
一

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
関
係
を
考
察
す
る
際
に
、「
公
共
圏
」
概
念
が
持
ち
う
る
作
業
仮
説
と
し
て
の
意
義
と
問
題
点
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
中
世
に
固
有
の
政
治
秩
序
を
、
実
践
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
で
あ
る（

（
（

。

第
一
章　

中
世
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
と
は
何
か

（
一
）「
公
共
圏
」
概
念
の
問
題
点
と
可
能
性

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
六
─
一
七
世
紀
の
貴
族
の
サ
ロ
ン
や
カ
フ
ェ
に
お
け
る
文
筆
家
、
芸
術
家
、
知
識
人
の
「
文
芸
的
公

共
圏
」
は
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
時
代
に
は
国
家
と
社
会
の
分
離
を
前
提
に
、
市
民
が
自
身
の
利
害
関
心
を
論
争
的
に
表
現
し
、
権
力
を

批
判
し
、
ま
た
社
会
と
国
家
を
媒
介
し
つ
つ
公
論
（
世
論
）
を
展
開
す
る
「
政
治
的
公
共
圏
」
へ
と
発
展
す
る（

（
（

。
他
方
で
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
は
、
中
世
に
は
「
代
表
的
具
現
の
公
共
圏　

repräsentative Ö
ffentlichkeit

」
の
み
が
存
在
し
た
と
述
べ
る（

（
（

。
Ｏ
・
ブ
ル
ン
ナ
ー

の
『
ラ
ン
ト
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
に
依
拠
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
中
世
社
会
観
で
は
、
中
世
に
は
国
家
と
し
て
の
公
権
力
と
私
的
社
会

の
区
分
・
対
立
は
存
在
せ
ず
、
私
生
活
圏
か
ら
分
離
さ
れ
た
独
自
の
領
域
と
し
て
の
公
共
世
界
は
立
証
さ
れ
な
い
。「
代
表
的
具
現
の

公
共
圏
」
は
封
建
支
配
者
、
君
主
の
人
身
（
衣
装
、
髪
型
、
話
法
、
挙
措
、
権
威
の
シ
ン
ボ
ル
、
儀
礼
）
に
よ
り
お
お
や
け
に
具
現
さ

れ
、
公
衆
は
支
配
者
が
そ
の
よ
う
に
地
位
・
権
威
を
表
象
す
る
舞
台
装
置
（
観
衆
）
に
と
ど
ま
る（

（
（

。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
「
参
加
型
民
主

主
義
」
の
理
念
か
ら
、「
具
現
性
」（
宮
廷
的
な
様
式
、
儀
式
、
視
覚
的
な
も
の
、
劇
場
）
に
対
し
て
強
い
不
信
を
示
す
の
は
当
然
で
あ

る
。
で
は
中
世
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
と
い
う
議
論
の
枠
組
み
は
無
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
公
共
圏
」
論
の
基
礎

に
あ
る
、
理
性
的
討
論
（
対
話
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
に
よ
る
合
意
形
成
、
普
遍
的
理
性
に
よ
る
人
間
解
放
と
い
う
「
大
き
な
物

語
」
の
有
効
性
に
対
し
て
は
、
早
い
時
期
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
批
判
が
あ
っ
た
が
、
以
下
で
は
中
世
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
の

可
能
性
を
考
え
る
た
め
に
、
彼
の
「
公
共
圏
」
論
の
可
能
性
と
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る（

（1
（

。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
「
代
表
的
具
現
の
公
共
圏
」
と
表
現
し
た
中
世
の
「
公
共
圏
」
の
性
格
は
、
今
日
的
な
視
点
か
ら
は
新
た
な
意
味
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五
二

づ
け
が
可
能
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
前
述
の
よ
う
に
「
代
表
的
具
現
の
公
共
圏
」
を
、
支
配
権
力
が
そ
の
正
当
性
を
誇
示
す
る
機

会
と
考
え
、「
市
民
的
公
共
圏
」
の
前
史
（
異
質
な
も
の
）
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
君
主
が
公
衆
（
家
臣
団
、
都
市
民
な
ど
の

臣
民
）
を
前
に
行
う
儀
礼
的
演
出
を
と
も
な
う
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
行
為
に
よ
り
、
権
力
の
正
当
性
を
お
お
や
け
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た

と
考
え
れ
ば
、
そ
の
（
代
表
的
具
現
の
）
公
共
圏
は
、
君
主
と
臣
民
の
（
暗
黙
の
）
対
話
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
。

こ
う
し
た
権
力
表
象
に
お
け
る
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
歴
史
人
類
学
の
影
響
を
受
け
た
政
治
文

化
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
近
年
、
様
々
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る（

（1
（

。

　

『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
の
一
九
九
〇
年
新
版
へ
の
序
言
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
バ
フ
チ
ー
ン
の
著
書
に
言
及
し
つ
つ
、（
前
近
代

の
）
民
衆
の
文
化
は
決
し
て
単
な
る
舞
台
装
置
、
支
配
的
文
化
の
受
動
的
な
枠
組
み
で
は
な
く
、
そ
の
暴
力
的
反
抗
に
も
及
ぶ
行
動
的

側
面
を
も
認
識
す
べ
き
だ
と
述
べ
る（

（1
（

。
同
じ
序
言
で
は
、
多
元
的
、
対
抗
的
な
「
公
共
圏
」
を
主
張
す
る
論
者
の
批
判
に
応
え
る
形
で
、

「
市
民
的
公
共
圏
」
と
競
合
す
る
労
働
者
大
衆
の
文
化
（
公
共
圏
）
や
様
々
な
意
見
形
成
を
行
う
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
結
社
・
協

会
）
に
も
言
及
し
、「
市
民
的
公
共
圏
」
以
外
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
や
、
階
級
に
特
有
の
複
数
の
（
副
次
的
な
）「
公
共
圏
」
を
認
め
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（1
（

。
近
世
の
「
公
共
圏
」
に
つ
い
て
そ
の
多
元
性
・
複
合
性
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
世
社
会
に
お

い
て
も
地
域
・
身
分
限
定
的
な
「
公
共
圏
」、
物
理
的
空
間
を
枠
組
み
と
す
る
「
公
共
圏
」
な
ど
複
合
的
な
「（
部
分
）
公
共
圏
」
を
想

定
し
た
考
察
を
、
近
世
へ
の
連
続
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

（1
（

。

（
二
）「
公
共
性
」
と
「
公
共
圏
」

　

こ
こ
ま
で
「
公
共
圏
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
き
た
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
概
念Ö

ffentlichkeit

に
対
し
て
日
本
の
研
究
者
は

「
公
共
性
」、「
公
共
圏
」
の
二
つ
の
訳
語
を
用
い
て
い
る
。
そ
も
そ
もÖ

ffentlichkeit

は
多
義
的
で
、
独
和
辞
典
で
は
公
開
、
公
衆
、

世
間
と
い
っ
た
訳
語
が
並
ぶ
。
著
書
の
邦
訳
で
用
い
ら
れ
た
「
公
共
性
」
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
広
が
り
や
機
能
を
示
唆
し
て
い
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五
三

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

る
よ
う
だ
が
、
英
訳
のpublic sphere

、
仏
訳
の　

espace public

は
「
公
共
空
間
」
に
近
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
。
社
会
学
者
、

花
田
達
朗
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
のÖ

ffentlichkeit

を
、「
公
共
性
」
で
は
な
く
、
空
間
的
意
味
合
い
を
持
つ
「
公
共
圏
」
と
表
現
し
、

「
公
共
圏
」
は
言
説
や
表
象
が
交
通
し
、
抗
争
し
、
交
渉
し
つ
つ
帰
結
を
生
み
出
し
て
い
く
過
程
が
展
開
さ
れ
る
社
会
空
間
で
あ
る
と

す
る
。
政
治
学
者
の
斎
藤
純
一
は
、
一
定
（
特
定
）
の
人
々
の
間
に
形
成
さ
れ
る
言
論
の
空
間
を
「
公
共
圏
」
と
し
、
様
々
な
「
公
共

圏
」
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
関
係
し
合
う
言
説
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
の
総
体
を
「
公
共
的
空
間
」
と
表
現
す
る
。
花
田
の
言
う
「
社

会
空
間
」
と
し
て
の
公
共
圏
と
は
、
歴
史
的
に
は
サ
ロ
ン
や
カ
フ
ェ
な
ど
具
体
的
な
場
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
第
一
義
に
は
、
市
民

フ
ォ
ー
ラ
ム
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
運
動
な
ど
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
定
礎
さ
れ
た
言
論
空
間
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
花

田
と
斉
藤
の
「
公
共
圏
」、「
公
共
的
空
間
」
に
は
さ
ほ
ど
の
差
が
な
い（

（1
（

。
中
世
社
会
を
対
象
と
す
る
本
稿
で
は
花
田
の
解
釈
に
よ
り
つ

つ
、
多
様
な
広
が
り
を
持
つ
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
と
い
う
意
味
で
「
公
共
圏
」
の
語
を
用
い
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
質
、
機
能
、
作
用
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
）
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て
「
公
共
性
」
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　

中
世
史
家
Ｊ
・
モ
ル
セ
ル
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
言
うÖ

ffentlichkeit

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間
（
場
）
と
い
う
よ
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
関
係
で
あ
る
と
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
訳
語espace public

は
不
適
切
で
、sphere

と
す
べ
き
だ
と
述
べ
る（

（1
（

。

し
か
し
Ｋ
・
オ
シ
ェ
ー
マ
が
述
べ
る
よ
う
に
、espace pulic

の
表
現
を
通
じ
て
空
間
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
中

世
に
お
け
る
物
理
的
、
社
会
的
に
限
ら
れ
た
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
が
、「
公
共
圏
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
射
程
に
入
る
こ

と
も
確
か
で
あ
る
。「
公
共
圏
」
概
念
を
用
い
た
中
世
史
研
究
の
目
的
は
、
中
世
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
言
う
「
公
共
圏
」
が
存
在
し
た

か
否
か
を
判
ず
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
概
念
を
参
照
軸
と
し
て
中
世
の
政
治
、
社
会
の
現
象
を
多
元
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

展
開
過
程
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
敷
衍
す
れ
ば
、
公
・
私
、
支
配
・
被
支
配
の
デ
ィ
ホ
ト
ミ
ー
で
は
な
く
、
国
家
と
社

会
を
君
主
を
も
含
む
相
互
依
存
の
関
係
性
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
、
そ
の
中
で
（
紛
争
・
政
治
危
機
等
の
）
状
況
に
触
発
さ
れ
て
現
れ

る
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
を
「
公
共
圏
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
よ
う
な
「
公
共
圏
」
が
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
、
平
和
・
秩
序
、
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五
四

構
造
に
与
え
る
影
響
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。

（
三
）「
中
世
の
公
共
圏
」
の
多
様
性
と
担
い
手

　

Ｍ
・
キ
ン
チ
ン
ガ
ー
と
Ｂ
・
シ
ュ
ナ
イ
ト
ミ
ュ
ラ
ー
を
編
者
と
す
る
『
中
世
後
期
の
政
治
的
公
共
圏
』
と
題
す
る
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
中

世
史
学
会
の
論
集
で
は
、
寄
稿
者
た
ち
は
「
公
共
圏
」
を
以
下
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
①
包
括
的
、
普
遍
的
な

対
象
・
事
象
、
公
衆　

②
周
知
、
公
然
性
と
こ
れ
を
促
す
メ
デ
ィ
ア
：
文
書
、
オ
ー
ラ
ル
、
儀
礼
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
う
わ
さ
な
ど　

③
公
共
空
間
と
そ
の
中
の
部
分
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
：
宮
廷
（
集
会
）、
都
市
共
同
体
、
市
場
、
市
庁
舎
、
教
区
教
会
、

街
路
、
居
酒
屋
、
文
芸
共
和
国
な
ど
仮
想
空
間　

④
支
配
に
対
す
る
批
判
的
言
説
の
広
が
り（

（1
（

。
具
体
的
な
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
ア
ス
ペ
ク
ト
は
重
な
り
合
い
、
ま
た
競
合
し
な
が
ら
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
二
年
刊
の
論
集
『
中
世
に
お
け
る
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
公
共
圏
』
で
は
編
者
Ｋ
・
フ
ル
ツ
ァ
に
よ
れ
ば
、
公
共
圏
の
「
公
論
」
と
い
う
意
味
合
い
に
ウ
ェ

イ
ト
が
置
か
れ
て
い
る（

（1
（

。
し
か
し
編
者
が
述
べ
る
よ
う
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
一
方
的
な
宣
伝
で
は
な
く
、
主
体
と
対
象
と
な
る
人
々
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
中
世
の
「
公
論
」
の
限
定
性
、
流
動
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
書

の
各
論
が
前
掲
論
集
で
論
じ
ら
れ
た
公
共
圏
の
様
々
な
局
面
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

中
世
の
公
共
圏
の
担
い
手
、
即
ち
公
共
圏
を
形
成
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
か
。

史
料
的
に
確
認
で
き
る
範
囲
は
極
め
て
狭
小
で
あ
る
。
王
国
レ
ベ
ル
の
ハ
イ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
お
い
て
公
共
圏
に
関
与
す
る
人
々
と

は
第
一
に
、
法
的
、
政
治
的
行
為
能
力
を
持
つ
エ
リ
ー
ト
、
す
な
わ
ち
諸
侯
、
高
位
聖
職
者
、
貴
族
で
あ
り
、
ま
た
文
書
メ
デ
ィ
ア
に

関
わ
る
王
侯
や
教
会
の
書
記
局
員
、
そ
の
他
、
口
頭
・
文
書
に
よ
る
論
争
の
能
力
の
あ
る
学
識
者
（
知
識
人
）
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し

教
会
改
革
、
叙
任
権
闘
争
、
十
字
軍
な
ど
、
案
件
が
広
く
社
会
の
関
心
を
喚
起
す
る
状
況
下
で
は
、
メ
ル
ヴ
ェ
が
セ
ミ
・
エ
リ
ー
ト
と

呼
ぶ
、
地
方
の
聖
職
者
、
司
祭
、
修
道
士
、
下
級
貴
族
、
市
民
の
一
部
も
、
様
々
な
回
路
で
直
接
、
間
接
に
公
論
形
成
に
関
与
し
た
。
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五
五

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

ま
た
後
述
の
よ
う
に
噂
、
評
判
、
風
聞
な
ど
出
所
不
明
の
口
承
情
報
の
母
胎
、
受
け
皿
、
流
通
経
路
と
し
て
、
よ
り
広
い
民
衆
も
公
論

形
成
に
関
わ
っ
た
。
中
世
の
公
共
圏
は
少
数
エ
リ
ー
ト
の
政
治
的
サ
ロ
ン
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
状
況
依
存
的
に
現
れ
る

中
世
の
公
共
圏
で
は
、
担
い
手
の
範
囲
は
流
動
的
で
伸
縮
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
章　

「
叙
任
権
闘
争
」
と
公
共
圏

　

一
一
世
紀
半
ば
か
ら
一
一
二
二
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
協
約
に
及
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
叙
任
権
闘
争
の
時
期
に
は
、
教
会
改
革
を
め
ぐ
る
種
々

の
問
題
に
関
す
る
論
争
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
展
開
し
、
こ
の
時
期
に
中
世
に
お
け
る
公
共
圏
の
出
現
を
見
る
研
究
者
は
少
な
く
な
い
。

二
〇
〇
七
年
に
『
公
共
圏
の
発
見
』
と
題
す
る
浩
瀚
な
著
書
を
公
に
し
た
メ
ル
ヴ
ェ
に
よ
れ
ば
叙
任
権
闘
争
期
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
リ
テ
ラ
ル
な
文
化
の
再
生
の
初
期
で
あ
っ
た
。
メ
ル
ヴ
ェ
が
多
く
の
「
論
争
文
書
」
の
精
緻
な
分
析
か
ら
ど
の
よ
う
に
公
共
圏
を

論
じ
る
の
か
、
以
下
に
見
て
み
よ
う（

（2
（

。

　

メ
ル
ヴ
ェ
は
議
論
の
前
提
と
し
て
、
中
世
の
公
共
圏
の
特
色
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
（
市
民
的
）
公
共
圏
モ
デ

ル
に
、
複
合
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
メ
デ
ィ
ア
）
の
視
点
を
加
え
る
こ
と
が
有
益
だ
と
考
え
る
。
公
共
圏
を
構
成
す
る
の
は
エ

リ
ー
ト
、
セ
ミ
・
エ
リ
ー
ト
（
＋
ア
ル
フ
ァ
）
か
ら
な
る
政
治
的
「
公
衆
」
で
あ
る
が
、
論
争
に
お
け
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
文
書
や
公
開

書
簡
は
、
し
ば
し
ば
広
い
民
衆
層
を
も
想
定
、
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
、
公
共
圏
と
は
構
築
さ
れ
表
象
さ
れ
る
公
衆
、
公
論
で
も
あ
っ

た（
（2
（

。
メ
ル
ヴ
ェ
は
論
争
の
展
開
を
①
一
〇
三
〇
─
一
〇
七
三
年
、
②
一
〇
七
三
─
一
〇
九
九
年
、
③
一
〇
九
九
─
一
一
二
二
年
の
三
時

期
に
区
分
し
、
論
争
の
担
い
手
、
文
書
メ
デ
ィ
ア
の
種
類
と
、
想
定
さ
れ
る
受
け
手
、
到
達
範
囲
、
争
点
、
言
説
、
用
語
等
の
各
時
期

に
お
け
る
特
色
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
圏
の
構
造
変
化
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

　

①
の
時
期
に
は
シ
モ
ニ
ア
、
シ
モ
ニ
ア
司
祭
の
秘
蹟
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
公
開
書
簡
や
著
述
に
よ
る
議
論
が
、
修
道
院
、
知
識
人
、

公
会
議
に
媒
介
さ
れ
て
広
が
っ
た
。
教
皇
レ
オ
九
世
（
一
〇
四
九
─
一
〇
五
四
）
の
改
革
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
、
ペ
ト
ル
ス
・
ダ
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五
六

ミ
ア
ー
ニ
、
司
教
枢
機
卿
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
ら
を
中
心
に
、
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
を
め
ぐ
る
論
争
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
そ
の
中
で
ミ
ラ

ノ
の
パ
タ
リ
ア
運
動
を
経
験
し
た
ダ
ミ
ア
ー
ニ
は
そ
の
書
簡
に
お
い
て
、
多
く
の
「
人
々
」
の
「
噂
」「（
批
判
的
）
評
判
」
を
あ
る
種

の
公
論
と
見
な
し
、
オ
ー
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
様
々
な
社
会
集
団
を
結
び
合
わ
せ
、
い
わ
ば
（
部
分
的
）
公
共
圏
の
基
礎

を
生
み
出
す
場
と
し
て
市
場
、
学
校
、
市
民
の
集
会
を
挙
げ
て
い
る
。
ダ
ミ
ア
ー
ニ
は
パ
タ
リ
ア
に
お
け
る
民
衆
の
圧
力
、
オ
ー
ラ
ル

な
議
論
や
批
判
か
ら
生
ま
れ
る
公
論
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
を
も
認
識
し
て
い
た（

（2
（

。

　

②
の
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
」
期
に
は
、
議
論
の
主
体
、
媒
体
は
王
、
教
皇
の
文
書
局
、
修
道
院
、
司
教
座
、
公
会
議
に
加
え
、
知

識
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
さ
ら
に
神
の
平
和
な
ど
民
衆
運
動
が
加
わ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
態
と
し
て
は
（
論
争
）
文
書
を

「
読
む
」、「
朗
読
す
る
」、「
説
教
」
等
に
加
え
て
、
噂
、
ゴ
シ
ッ
プ
な
ど
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
オ
ー
ラ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
も
影
響
力
を

持
っ
た
。
公
論
を
生
み
出
す
広
範
囲
な
人
々
（
エ
リ
ー
ト
か
ら
セ
ミ
・
エ
リ
ー
ト
へ
拡
大
）
に
向
け
ら
れ
、
効
果
を
有
し
た
の
は
王
、

教
皇
（
書
記
局
）
の
公
開
書
簡
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
教
皇
（
派
）、
王
（
派
）
い
ず
れ
も
公
論
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
意
識
し
、
ポ

レ
ミ
カ
ル
な
ス
タ
イ
ル
を
と
る
多
数
の
教
皇
勅
書
、
王
証
書
、
書
簡
が
王
国
集
会
、
司
教
会
議
、
公
会
議
等
で
相
互
に
公
表
さ
れ
、
使

者
が
も
た
ら
す
ラ
テ
ン
語
の
書
簡
は
居
合
わ
せ
た
俗
人
が
理
解
で
き
る
よ
う
、
俗
語
に
訳
（
要
約
）
し
て
読
み
上
げ
ら
れ
た
。
一
〇
七

六
年
の
ロ
ー
マ
公
会
議
に
も
た
ら
さ
れ
た
王
の
教
皇
廃
位
宣
言
の
書
簡
は
、「
全
て
の
人
々
の
耳
に
（
お
そ
ら
く
俗
語
訳
さ
れ
）」
読
み

上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
論
争
文
書
は
朗
読
さ
れ
聞
か
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
、
そ
の
た
め
に
も
レ
ト
リ
カ
ル
な
ス
タ
イ
ル
が
重
視
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
教
皇
、
王
の
書
記
局
に
よ
る
文
書
の
文
言
、
各
々
の
正
当
化
言
説
に
刺
激
と
影
響
を
受
け
た
論
争
家
た
ち
は
、
公
論

の
重
要
さ
を
意
識
し
、
公
開
書
簡
、
論
争
文
書
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
多
様
な
タ
イ
プ
の
文
書
を
公
に
し
、
ま
た
公
論
（
の
担
い
手
）

を
潜
在
的
な
政
治
的
聴
衆
と
し
て
概
念
化
し
始
め
た（

（2
（

。

　

③
の
時
期
に
は
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
み
な
ら
ず
、
知
的
（
教
会
法
）、
論
証
的
叙
述
も
重
視
さ
れ
た
。
論
争

の
波
及
は
（
セ
ミ
・
）
エ
リ
ー
ト
層
、
地
方
教
会
の
聖
職
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
改
革
派
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
争
点
の
一
貫
し
た
理
解
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五
七

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

は
困
難
だ
っ
た
に
せ
よ
、
広
範
囲
な
人
々
に
司
祭
の
モ
ラ
ル
、
妻
帯
な
ど
改
革
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
面
に
気
づ
か
せ
た
。
ま
た
こ
の
時

期
に
は
、
叙
任
権
を
め
ぐ
る
理
論
的
、
法
的
、
そ
し
て
現
実
的
、
政
治
的
議
論
と
交
渉
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
①
②
期
と
同
様
に
噂
、

伝
聞
、
加
え
て
論
争
的
な
韻
文
作
品
も
公
共
圏
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
た
。
他
方
で
論
争
手
段
と
し
て
は
、
公
開
書
簡
か
ら
著
作
や
論
文

に
ウ
ェ
イ
ト
が
移
っ
た
こ
と
か
ら
、
学
識
に
基
づ
く
議
論
を
理
解
で
き
る
「
政
治
的
公
衆political public

」
の
範
囲
が
狭
ま
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
公
共
圏
は
も
は
や
王
、
教
皇
の
書
簡
の
よ
う
な
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
依
存
せ
ず
、
議
論
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
合
意
・
和
解
の
可
能
性
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
各
々
の
立
場
を
如
何
に
正
当
化
で
き
る
か
で
あ
っ
た（

（2
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
、
論
争
が
生
み
出
す
公
共
圏
の
展
開
と
変
容
に
つ
い
て
、
背
景
の
政
治
的
状
況
や
論
争
の
内
容
に
及
ぶ
詳
細
な
紹
介

は
控
え
、
そ
の
全
般
的
な
特
質
に
つ
い
て
メ
ル
ヴ
ェ
が
述
べ
る
と
こ
ろ
を
再
度
確
認
し
て
お
こ
う
。「
市
民
的
公
共
圏
」
と
対
比
し
て

指
摘
さ
れ
る
叙
任
権
闘
争
期
の
公
共
圏
の
特
質
と
し
て
、
①
テ
ー
マ
の
限
定
性
（
シ
モ
ニ
ア
、
叙
任
、
聖
職
者
妻
帯
、
教
権
と
俗
権
の

関
係
な
ど
）、
②
論
争
の
党
派
性
、
③
ア
ド
ホ
ク
な
性
格
、
国
家
と
教
会
か
ら
独
立
し
た
議
論
の
サ
イ
ト
、
ア
リ
ー
ナ
の
欠
如
、
④
エ

リ
ー
ト
、
セ
ミ
・
エ
リ
ー
ト
の
公
共
圏
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
メ
ル
ヴ
ェ
に
よ
れ
ば
、
何
れ
も
過
大
視
し
て
は
な

ら
な
い
。「
市
民
的
公
共
圏
」
は
全
て
の
議
論
に
開
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
言
論
の
制
約
が
あ
り
、
近
世
の
論
争
家
も
党
派
性
や

委
託
関
係
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
論
争
参
加
者
の
（
セ
ミ
・
）
エ
リ
ー
ト
へ
の
限
定
性
は
、
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
の
媒
体
と
し
て
の

制
約
と
関
連
す
る
。
し
か
し
文
書
と
オ
ー
ラ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
（
朗
読
、
説
教
、
噂
）
に
よ
る
論
争
の
広
が
り
は
、
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト

文
化
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ベ
イ
ト
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
叙
任
権
闘
争
期
の
論
争
は
王
、
教

皇
の
両
権
威
の
磁
場
の
中
で
何
れ
か
に
与
し
て
行
わ
れ
、
パ
タ
リ
ア
や
異
端
運
動
な
ど
の
限
定
的
な
言
論
空
間
を
除
け
ば
、
国
家
と
教

会
か
ら
自
立
し
た
討
議
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
な
か
っ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
最
初
の
オ
ー
プ

ン
な
論
争
に
お
い
て
、
聖
職
者
、
知
識
人
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
（「
公
論
」・「
公
衆
」）
の
中
で
の
議
論
の
仕
方
を
学
ん
だ
。
そ
の
際
、
論
争

が
実
際
に
文
書
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
広
い
公
衆
に
届
い
た
の
か
否
か
は
、
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
王
、
教
皇
、
論
争
者
は
パ
ブ
リ
ッ
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五
八

ク
を
政
治
的
な
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
公
共
圏
は
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
、
或
い
は
戦
略
的
に
構
築
さ
れ
た
政
治
空

間
と
い
う
側
面
を
も
有
し
た（

（2
（

。

　

メ
ル
ヴ
ェ
の
考
察
は
論
争
文
書
（
勅
書
、
証
書
、
書
簡
、
著
述
）
の
内
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
作
成
意
図
と
ス
タ
イ
ル
、
用
語
法
、

伝
達
と
利
用
、
さ
ら
に
は
う
わ
さ
な
ど
口
頭
の
不
規
則
な
メ
デ
ィ
ア
と
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
の
成
果
を
全
体
と
し

て
、
叙
任
権
闘
争
期
を
特
徴
づ
け
る
公
共
圏
の
解
明
と
評
価
で
き
る
の
か
は
、
叙
任
権
闘
争
期
の
研
究
者
の
判
断
に
委
ね
た
い
。
メ
ル

ヴ
ェ
は
二
〇
一
七
年
に
、
周
知
の
「
ベ
ケ
ッ
ト
論
争
」（
一
一
六
二
─
一
一
七
〇
年
）
を
取
り
上
げ
、
ト
マ
ス
・
ベ
ケ
ッ
ト
、
ヘ
ン
リ

二
世
、
両
党
派
、
知
識
人
の
書
簡
に
よ
る
全
欧
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ベ
イ
ト
を
公
論
、
公
共
圏
の
形
成
と
し
て
考
察
し
て
い
る（

（2
（

。

そ
の
内
容
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
こ
に
も
中
世
の
公
共
圏
の
、
重
大
な
政
治
的
事
件
を
契
機
に
現
れ
る
ア
ド
ホ
ク
な
、
状
況
依

存
的
性
格
が
看
取
さ
れ
る
。
従
っ
て
中
世
の
公
共
圏
を
ト
レ
ー
ス
す
る
た
め
に
は
、
一
時
的
に
せ
よ
濃
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空

間
を
生
み
出
す
状
況
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
次
に
参
照
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
複
数
の
事
件
と
公
論
を
取
り
上
げ
た

コ
ー
ネ
ル
の
研
究
で
あ
る
。

第
三
章　

公
論popular opinion

と
公
共
圏
の
展
開

　

二
〇
一
六
年
の
コ
ー
ネ
ル
の
著
書
は
、
九
五
〇
─
一
三
五
〇
年
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
るpopular opinion

の
政
治
的
機
能
を
、

「
神
の
平
和
」「
叙
任
権
闘
争
と
教
会
改
革
」「
異
端
迫
害
」「
十
字
軍
」
と
い
う
四
つ
の
イ
ベ
ン
ト
を
中
心
に
考
察
す
る（

（2
（

。
著
者
の
言

うpopular

はpublic, com
m

on

と
同
義
で
あ
り
、
本
書
の
考
察
は
公
共
圏
の
議
論
を
念
頭
に
置
い
て
進
め
ら
れ
る
。
コ
ー
ネ
ル
に

よ
れ
ばpopular opinion

、
即
ち
公
論
の
担
い
手
で
あ
るpeople, populus

と
は
当
該
の
運
動
、
争
い
に
か
か
わ
る
人
々
一
般
を
指

し
、
階
層
（
身
分
）
限
定
的
で
も
あ
り
、
と
き
に
は
階
層
縦
断
的
で
も
あ
る
。
し
か
し
中
世
の
公
論
は
、
自
律
的
対
話
に
よ
り
成
立
す

る
実
体
で
は
な
く
、
権
力
の
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
関
心
対
象
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
、
影
響
力
を
持
ち
、
こ
の
意
味
で
権
力
の
構
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五
九

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

築
物
、
表
象
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
聖
俗
権
力
は
公
論
を
懼
れ
、
そ
の
理
解
に
努
め
、
公
論
の
合
意
を
尊
重
し
、
利

用
し
よ
う
と
し
た
。
権
力
の
正
当
性
はpublicity

（
公
的
な
周
知
・
了
解
）
に
依
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
よ
り
「
権

力
」「
公
論
」「
公
共
圏
」
を
相
互
関
係
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
コ
ー
ネ
ル
の
議
論
に
は
、
メ
ル
ヴ
ェ
の
公
共
圏
論
と
共
通
す
る
点

が
多
々
見
出
せ
る
。

　

「
神
の
平
和
」
で
は
教
会
は
シ
ン
ボ
ル
（
聖
遺
物
）
操
作
に
よ
り
、
大
衆
を
動
員
し
て
公
論
と
し
て
の
圧
力
を
利
用
し
、
平
和
の
集

会
に
参
集
し
た
人
々
は
、「
平
和
」
と
い
う
目
的
の
共
有
と
守
護
聖
人
へ
の
崇
敬
を
通
じ
て
、
公
共
性
、
共
同
体
の
感
覚
を
持
っ
た
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
・
叙
任
権
闘
争
期
に
は
教
皇
書
簡
を
携
え
た
使
者
が
各
地
の
教
皇
派
サ
ー
ク
ル
を
訪
ね
、
書
簡
を
朗
読
、
複
写
さ

せ
た
。
サ
ー
ク
ル
間
の
結
合
に
よ
り
生
ま
れ
る
書
簡
・
論
争
文
書
の
作
者
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
誰
が
王
を
裁
く
の
か
、
い
か

な
る
場
合
に
王
・
教
皇
は
廃
位
さ
れ
る
の
か
、
臣
民
の
福
利
を
損
な
う
君
主
に
対
し
て
人
々
は
何
を
な
し
得
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
が

議
論
さ
れ
た
。
叙
任
権
問
題
、
教
会
改
革
、
十
字
軍
、
シ
ス
マ
等
を
め
ぐ
る
聖
ベ
ル
ナ
ー
ル
、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
ら
知
識
人
の

夥
し
い
書
簡
は
、
一
一
─
一
二
世
紀
に
現
れ
る
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
議
論
が
形
成
す
る
公
共
圏
が
、
政
治
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

一
三
世
紀
に
は
風
刺
作
品
な
ど
俗
語
文
学
が
都
市
で
広
く
受
容
さ
れ
、
パ
リ
の
詩
人R

utebeuf

は
托
鉢
修
道
会
士
批
判
に
お
い
て
、

都
市
の
公
共
空
間
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
場
に
利
用
し
た（

（2
（

。
ま
た
近
年
Ｊ
・
デ
ュ
モ
ラ
ン
ら
の
低
地
諸
邦
に
関
す
る
公
論public voice

の
研
究
は
、
一
三
世
紀
以
後
、
都
市
の
教
会
、
市
庁
舎
、
市
場
、
広
場
、
街
路
、
居
酒
屋
な
ど
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
公
共
空
間
か
ら
生
ま
れ

た
言
説
が
、
噂
（
口
コ
ミ
）、
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
当
局
へ
の
不
満
、
批
判
と
し
て
都
市
内
、
都
市
間
に
広
が
り
、
叛
乱
に
結
び
つ
く
オ
ー

ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
部
分
的
、
或
い
は
多
元
的
公
共
圏
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空

間
）
の
結
合
と
権
力
の
相
互
関
係
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る（

（2
（

。
な
お
コ
ー
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
一
四
世
紀
初
に
は
パ
ド
ヴ
ァ
の
マ
ル

シ
リ
ウ
ス
な
ど
、
世
俗
統
治
の
自
律
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
政
治
理
論
家
た
ち
は
、
公
衆populus

の
政
治
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
認
識
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六
〇

し
て
い
た
が
、
そ
の
政
治
参
加
に
具
体
的
な
形
（
代
表
制
な
ど
）
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
公
衆
・
公
論
は
思
想
家
の
認

識
を
越
え
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
政
治
的
公
共
圏
へ
の
道
を
広
げ
て
い
っ
た
と
述
べ
る（

（3
（

。

　

コ
ー
ネ
ル
の
い
うpeople, public

の
実
態
は
な
お
中
世
社
会
の
一
部
分
で
あ
り
、
権
力
と
人
々
の
想
像
の
共
同
体
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
一
三
世
紀
以
後
、
公
論
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
政
治
的
決
定
に
影
響
を
与
え
る
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
に
も
な
る
。
メ
ル
ヴ
ェ
の
公
共

圏
論
が
文
字
メ
デ
ィ
ア
を
対
象
と
し
た
の
に
対
し
、
に
コ
ー
ネ
ル
や
デ
ュ
モ
ラ
ン
の
研
究
は
、
中
世
盛
期
か
ら
後
期
ま
で
を
射
程
に
収

め
て
、
よ
り
広
範
な
オ
ー
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
権
力
と
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、

中
世
の
公
共
圏
に
関
す
る
議
論
の
可
能
性
を
拡
大
し
た
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
敷
衍
す
れ
ば
、
以
下
で
も
取
り
上
げ
る
、

重
大
な
政
治
問
題
を
契
機
に
広
い
論
争
空
間
と
し
て
の
公
共
圏
が
顕
在
化
す
る
時
期
以
外
に
お
い
て
も
、
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
（
都
市
、

広
狭
の
政
治
領
域
、
地
域
の
同
盟
関
係
な
ど
）
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
（
部
分
的
）
公
共
圏
と
し
て
機
能
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
ロ
ー
カ
ル
な
流
動
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
大
き
な
問
題
、
危
機
に
直
面
し
た
と
き
、
相
互
の
接
合

と
言
説
の
共
有
に
よ
り
広
範
な
政
治
的
公
共
圏
を
生
み
出
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
理
解
は
な
お
仮
説
的
だ
が
、
一
五
、
一
六

世
紀
ド
イ
ツ
の
政
治
秩
序
を
多
元
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
考
え
る
際
に
有
意
義
で
あ
ろ
う（

（3
（

。

第
四
章　

中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
政
治
的
公
共
圏

（
一
）
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
公
共
圏

　

本
章
で
は
中
世
後
期
の
ド
イ
ツ
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
）
を
中
心
に
、
政
治
的
危
機
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
公
共
圏
に
関
す
る
個
別
的

研
究
を
紹
介
し
、
公
共
圏
論
の
可
能
性
を
具
体
的
事
例
か
ら
考
え
る
。

　

既
に
叙
任
権
闘
争
期
の
公
開
書
簡
等
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
な
目
的
や
機
能
を
帯
び
て
い
た
が
、
中
世
後
期
に
は
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
が
、
諸
侯
、
皇
帝
、
教
皇
の
ハ
イ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
お
い
て
一
層
重
要
な
戦
略
的
意
義
を
有
し
た
背
景
に
は
、
政
治
的
公
共
圏
の
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六
一

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

構
造
変
化
、
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
稠
密
化
、
公
衆
と
公
論
の
拡
大
（
成
長
）
と
、
権
力
者
に
よ
る
公
論
の
役
割
へ
の
期

待
が
あ
っ
た
。
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
公
共
圏
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
受
容
、
効
果

を
も
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
自
明
で
あ
る
。
ま
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
手
段
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
も
、
文
書
で
あ
れ
オ
ー
ラ
ル

で
あ
れ
、
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き
公
共
圏
の
広
が
り
、
政
治
的
公
衆
の
拡
大
に
応
じ
て
多
様
化
す
る（

（3
（

。
し
か
し
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
う
し
た

「
政
治
的
公
論
」
が
活
発
化
す
る
の
は
、
第
一
に
皇
帝
と
教
皇
の
対
立
、
論
戦
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
公
共
圏
は
な
お
制
度

化
さ
れ
な
い
流
動
的
、
状
況
対
応
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
デ
ア
・
バ
イ
エ
ル
治
世
の
メ
デ
ィ
ア
と
「
世
論
」

　

Ｅ
・
シ
ュ
ー
バ
ー
ト
は
、
王
（
皇
帝
）
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
デ
ア
・
バ
イ
エ
ル
と
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
教
皇
の
対
立
と
い
う
周
知
の
政
治
過

程
に
お
け
る
情
報
メ
デ
ィ
ア
と
公
論
に
注
目
す
る（

（3
（

。
一
三
二
三
年
に
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
二
二
世
は
空
位
期
の
帝
国
代
理
職
を
主
張
し
、
ハ

プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
対
立
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（
美
王
）
に
勝
利
し
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
教
皇
の
許
可
な
く
王
号
を
称
し
、
ヴ
ィ
ス
コ
ン

テ
ィ
な
ど
イ
タ
リ
ア
の
反
教
皇
勢
力
を
支
援
し
て
い
る
と
批
判
、
告
発
し
た
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
一
三
二
七
年
に
ロ
ー
マ
で
戴
冠
さ
れ

る
と
、
教
皇
は
、
そ
の
帝
位
の
み
な
ら
ず
王
位
を
も
否
定
し
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
を
破
門
、
支
持
者
の
地
域
を
聖
務
執
行
停
止
に
処
し
た
。

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
王
選
挙
へ
の
教
皇
の
介
入
等
の
適
法
性
に
異
議
を
唱
え
、
控
訴
（
反
訴
）
状
を
提
出
し
た（

（3
（

。
事
実
経
過
の
詳
細
を
記

す
こ
と
は
控
え
る
が
、
一
三
三
七
年
に
皇
帝
と
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
一
二
世
と
の
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
に
お
け
る
和
解
交
渉
が
失
敗
し

た
後
、
帝
国
で
は
聖
俗
諸
侯
か
ら
都
市
ま
で
教
皇
に
対
す
る
反
発
を
強
め
、
三
六
の
帝
国
都
市
が
教
皇
に
書
簡
を
送
っ
て
ル
ー
ト
ヴ
ィ

ヒ
告
発
の
撤
回
を
求
め
た
と
言
わ
れ
る（

（3
（

。
ま
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
宮
廷
で
は
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
を
批
判
し
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
に
保

護
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
聖
霊
派
の
総
長
、
チ
ェ
ゼ
ー
ナ
の
ミ
ケ
ー
レ
、
教
皇
の
世
俗
統
治
へ
の
介
入
批
判
、
選
挙
に
よ
る

帝
権
の
自
立
性
の
擁
護
に
よ
り
宮
廷
の
議
論
を
主
導
し
た
オ
ッ
カ
ム
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
世
俗
統
治
権
力
の
自
立
性
を
説
く
パ
ド
ヴ
ァ
の
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六
二

マ
ル
シ
リ
オ
、
神
秘
主
義
者
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
な
ど
が
滞
在
し
、
皇
帝
支
援
の
論
陣
を
張
っ
た（

（3
（

。

　

シ
ュ
ー
バ
ー
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、
多
数
決
原
理
に
基
づ
く
王
選
挙
と
、
選
ば
れ
た
王
の
帝
国
統
治
の
適
法
性
を
宣
言
し
た
一
三
三

八
年
七
月
の
「
レ
ン
ス
選
挙
侯
同
盟
の
判
告
」
は
、
選
挙
侯
が
教
皇
（
と
皇
帝
）
に
彼
等
の
特
権
を
誇
示
し
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
彼

等
が
広
く
帝
国
構
成
員
の
公
論
の
動
向
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
判
告
を
帝
国
法
と
す

る
「
リ
ケ
ッ
ト
・
ユ
ー
リ
ス
」
を
公
に
し
た
同
年
九
月
の
コ
ブ
レ
ン
ツ
宮
廷
集
会
の
時
期
に
は
、
学
識
者
、
宮
廷
集
会
の
諸
侯
・
貴
族
、

さ
ら
に
市
民
、
民
衆
レ
ベ
ル
に
ま
で
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
支
持
、
教
皇
批
判
の
声
が
公
論
と
し
て
高
ま
っ
た
こ
と
を
シ
ュ
ー
バ
ー
ト
は
、

政
治
エ
リ
ー
ト
、
民
衆
の
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
促
す
公
共
圏
（
世
論
）
の
現
れ
と
考
え
る（

（3
（

。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
や
バ
ー
ゼ

ル
な
ど
ラ
イ
ン
諸
都
市
で
は
、
皇
帝
の
断
罪
を
伝
え
る
教
皇
の
使
者
が
追
い
出
さ
れ
、
ラ
イ
ン
川
に
突
き
落
と
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を

も
た
ら
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
世
論
は
、
と
り
わ
け
帝
国
都
市
で
高
ま
り
を
見
せ
た
。

　

で
は
こ
の
よ
う
な
公
論
、
公
共
圏
の
活
性
化
を
促
し
た
メ
デ
ィ
ア
状
況
は
ど
う
か
。
こ
の
論
戦
に
お
い
て
皇
帝
、
教
皇
の
双
方
は
、

次
節
で
と
り
あ
げ
る
「
う
わ
さ
、
世
評rum

or, fam
a publica

」
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
情
報
を
収
集
し
、
自
身
の
主
張
を
お
お
や

け
に
訴
え
る
こ
と
に
努
め
た
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
一
三
三
八
年
五
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
中
小
貴
族
、
都
市
代
表
、
聖
職
者
を
集
め

て
、
諸
侯
選
挙
に
基
づ
く
王
権
＝
皇
帝
権
の
正
当
性
を
説
明
し
、
理
解
を
求
め
、
ま
た
教
皇
の
告
訴
、
破
門
に
反
論
す
る
文
書fidem

 

catholicam

の
全
文
を
マ
リ
ア
教
会
の
扉
に
掲
示
し
た
。
当
時
、
教
会
の
扉
は
壁
新
聞
、
掲
示
板
、
あ
る
い
は
官
報
の
よ
う
な
機
能

を
有
し
た
の
で
あ
る（

（3
（

。
こ
う
し
て
一
三
三
八
─
三
九
年
に
皇
帝
側
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
こ
れ
を
支
持
す
る
帝
国
諸
身
分
に
及
ぶ
公
論
は
、

ピ
ー
ク
に
達
し
た
。

　

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
時
代
のPublizistik

（
公
衆
メ
デ
ィ
ア
）
の
特
色
と
し
て
、
学
識
者
の
ラ
テ
ン
語
文
書
が
平
易
に
俗
語
訳
さ
れ
、
ま

た
ラ
テ
ン
語
風
刺
詩
も
尾
ひ
れ
を
付
し
て
俗
語
訳
さ
れ
た
よ
う
に
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
支
持
、
教
皇
批
判
の
知
識
人
の
言
論
、
公
共
圏
が

非
識
字
層
の
世
界
に
も
浸
透
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
オ
ス
ト
ハ
イ
ム
の
教
区
司
祭
オ
ッ
ト
ー
・
バ
ル
デ
マ
ン
は
一
三
四
一
年
、
貴
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六
三

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

婦
人
に
擬
人
化
さ
れ
た
帝
国
が
そ
の
不
幸
な
身
上
を
嘆
く
、
ル
ー
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ベ
ン
ブ
ル
ク
の
憂
国
の
韻
文
作
品
『
悲
嘆

詩
』R

itm
aticum

を
、
理
解
を
容
易
に
す
る
修
正
を
加
え
て
独
訳
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
ル
ー
ポ
ル
ト
・
ホ
ル
ン
ブ
ル
ク
が
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
ス
タ
イ
ル
に
翻
案
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
識
字
と
非
識
字
の
両
世
界
を
跨
ぐ
大
衆
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
し
、
帝
国
都
市
民

や
一
般
民
の
反
教
皇
的
公
論
の
形
成
に
貢
献
し
た
。
ま
た
皇
帝
書
記
局
は
彩
色
（
挿
絵
）
入
り
の
証
書
を
作
成
し
、
皇
帝
の
助
言
者
の

神
学
著
述
は
絵
図
を
加
え
て
、
一
般
の
理
解
を
容
易
に
し
た（

（3
（

。
こ
の
よ
う
に
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
時
代
に
は
身
分
・
階
層
縦
断
的
な
メ
デ
ィ

ア
が
し
ば
し
ば
意
識
的
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
中
で
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
個
人
へ
の
支
持
に
と
ど
ま
ら
ず
、
王
（
皇
帝
）
に
委
ね
ら
れ
た
（
公

共
）
財
と
し
て
の
帝
国
を
守
り
支
え
る
と
い
う
公
論
が
強
ま
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
選
挙
侯
、
諸
侯
の
行
動
や
言
説
に
は
、
当
時
の
英

仏
と
の
同
盟
関
係
や
、
自
身
の
利
害
に
基
づ
く
折
々
の
戦
略
的
意
図
が
あ
り
、
言
及
し
た
知
識
人
た
ち
の
聖
俗
権
力
関
係
論
も
一
様
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
中
世
に
お
け
る
教
権
・
帝
権
の
最
後
の
争
い
に
貫
か
れ
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
治
世
の
公
共
圏
が
、
中
世
ド
イ
ツ
に

お
い
て
類
例
の
な
い
昂
揚
を
示
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
諸
侯
の
紛
争
戦
略
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

　

中
世
後
期
に
は
公
共
圏
を
意
識
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、
諸
侯
間
の
紛
争
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
た
。
Ｂ
・
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
は
一
五

世
紀
の
諸
侯
間
の
紛
争
に
お
け
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
文
書
の
ス
タ
イ
ル
を
、
そ
の
対
象
と
さ
れ
る
公
衆
・
公
論
を
も
ふ
ま
え
て
考
察
す
る（

（4
（

。

一
五
世
紀
半
ば
か
ら
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
勢
力
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
（
皇
帝
）
派
諸
侯
、
都
市

の
領
域
的
利
害
を
め
ぐ
る
紛
争
で
は
、
諸
侯
は
使
者
を
送
っ
て
都
市
の
教
会
や
広
場
で
自
身
の
立
場
、
主
張
を
訴
え
る
文
書
を
読
ま
せ
、

掲
示
さ
せ
た（

（4
（

。
ま
た
一
四
六
〇
年
代
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
辺
境
伯
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
と
バ
イ
エ
ル
ン
大
公
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
争
い
に
お

い
て
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
双
方
が
市
民
の
支
持
を
得
よ
う
と
し
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ

ル
ク
は
し
ば
し
ば
交
渉
や
仲
裁
の
舞
台
と
な
り
、
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
ル
な
情
報
ネ
ッ
ト
の
結
節
点
に
し
て
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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六
四

ン
、
世
論
（
公
共
圏
）
の
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ダ
イ
ク
ス
ラ
ー
の
年
代
記
に
よ
れ
ば
、
一
四
六
一
年
八
月
、
ニ
ュ
ル

ン
ベ
ル
ク
の
諸
侯
集
会
に
て
両
党
派
の
仲
介
が
試
み
ら
れ
た
際
、
辺
境
伯
は
大
公
宛
の
（
公
開
）
書
簡
を
市
庁
舎
に
貼
り
出
し
、
翌
日
、

大
公
も
長
文
の
返
答
書
を
公
表
し
た
。
そ
の
中
で
大
公
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
貧
富
全
て
の
人
々
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン

の
全
て
の
帝
国
都
市
の
市
民
、
農
民
た
ち
に
支
持
を
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る（

（4
（

。

　

ま
た
一
四
六
一
─
六
三
年
の
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
位
を
め
ぐ
る
紛
争
で
は
、
教
皇
に
罷
免
さ
れ
た
大
司
教
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・

イ
ー
ゼ
ン
ブ
ル
ク
及
び
そ
の
支
持
者
で
あ
る
ラ
イ
ン
宮
中
伯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
、
マ
イ
ン
ツ
市
民
、
聖
堂
参
事
会
、
シ
ュ
パ
イ
ア
市
民
と
、

教
皇
、
皇
帝
の
支
持
を
得
て
大
司
教
位
を
め
ざ
す
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ナ
ッ
サ
ウ
の
間
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
合
戦
が
注
目
さ
れ
る
。
ア

ド
ル
フ
は
教
皇
勅
書
や
皇
帝
文
書
を
マ
イ
ン
ツ
の
司
教
集
会
で
読
み
上
げ
た
が
、
マ
イ
ン
ツ
の
聖
堂
参
事
会
、
市
参
事
会
は
こ
れ
を
認

め
な
か
っ
た
の
で
、
ア
ド
ル
フ
は
帝
国
の
諸
侯
、
貴
族
、
都
市
に
支
持
を
求
め
る
書
簡
を
送
り
、
教
皇
、
皇
帝
文
書
の
コ
ピ
ー
を
掲
示

し
た
。
さ
ら
に
よ
り
広
い
周
知
の
た
め
に
ア
ド
ル
フ
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
罷
免
を
明
示
す
る
「
ブ
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
」
を
作
成
し
、
ま

た
皇
帝
の
支
持
表
明
（
ド
イ
ツ
語
）
を
も
印
刷
し
て
流
通
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
ア
ド
ル
フ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
対
象
は
マ
イ
ン
ツ
聖
堂

参
事
会
か
ら
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
同
盟
者
、
支
持
者
た
ち
、
さ
ら
に
よ
り
広
い
不
特
定
の
集
団
、
と
り
わ
け
都
市
の
公
衆
へ
と
拡
大
し
て

い
っ
た（

（4
（

。
他
方
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
も
様
々
な
出
典
の
引
証
を
伴
う
印
刷
文
書
の
配
布
に
よ
り
、
自
身
の
大
司
教
位
の
適
法
性
を
お
お
や

け
に
訴
え
た
。
一
四
六
二
年
の
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
伝
達
範
囲
は
、
諸
侯
の
宮
廷
、
帝
国
都
市
と
そ

の
市
民
団
体
（
ツ
ン
フ
ト
）
に
ま
で
及
ん
だ
。

　

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
が
挙
げ
る
い
く
つ
か
の
事
例
は
、
紛
争
当
事
者
と
な
っ
た
諸
侯
が
皇
帝
の
宮
廷
や
帝
国
裁
判
の
裁
定
の
み
に
頼
ら
ず
、

様
々
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
手
段
に
よ
り
広
く
帝
国
の
政
治
的
公
衆
、
公
共
圏
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
多
大
の
労
力
を
用
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ナ
ッ
サ
ウ
の
そ
う
し
た
宣
伝
戦
略
が
マ
イ
ン
ツ
市
民
、
聖
堂
参
事
会
、
シ
ュ
パ
イ
ア
市
民

に
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
帝
国
の
政
治
的
公
衆
は
党
派
抗
争
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
利
害
を
冷
静
に
考
慮
し
、
プ
ロ
パ
ガ
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六
五

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

ン
ダ
を
安
易
に
受
容
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
何
れ
に
せ
よ
、
一
一
、
一
二
世
紀
に
は
権
力
側
に
意
識
さ
れ
宣
伝
の
対
象
と
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
現
れ
て
い
た
公
衆
・
公
論
は
、
こ
の
時
期
に
は
既
に
政
治
的
公
衆
と
し
て
の
現
実
的
な
存
在
感
を
有
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（4
（

。

（
二
）　

ハ
イ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
お
け
る
「
う
わ
さ
」
と
公
共
圏

（
1
）
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
と
教
皇
の
争
い

　

前
述
の
よ
う
に
、
コ
ー
ネ
ル
が
論
じ
たpopular opinion

に
は
「
う
わ
さ
」
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
治
世
に
も
見
ら

れ
た
よ
う
に
、
Ｈ
・
Ｊ
・
ミ
ー
ラ
ウ
に
よ
れ
ば
、
大
き
な
政
治
問
題
（
紛
争
）
が
社
会
に
様
々
な
刺
激
を
与
え
、
社
会
の
興
奮
と
権
力

の
戦
略
が
情
報
の
需
要
を
高
め
る
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
う
わ
さfam

a

（
評
判
）
が
半
ば
隠
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
、
支
配
者
（
紛
争
当
事
者
）
に
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
公
論
形
成
に
貢
献
し
て
い
た
。
権
力
の
正
当
性
が
動
揺
す
る
な
か

で
支
配
者
は
公
論
へ
の
依
存
を
意
識
し
、
う
わ
さ
を
も
利
用
し
た
の
で
あ
る（

（4
（

。
こ
の
観
点
か
ら
ミ
ー
ラ
ウ
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
治

世
と
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
の
二
つ
の
時
期
を
考
察
す
る
。

　

皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
と
の
争
論
に
お
い
て
、
双
方
は
公
論
に
お
け
る
う
わ
さ
の
影
響
力
を
重
視
し
、

相
手
を
批
判
、
中
傷
す
る
た
め
に
う
わ
さ
を
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
採
用
、
ま
た
相
互
に
相
手
を
貶
め
る
う
わ
さ
を
流
し
た
。
た
と
え
ば
皇

帝
側
か
ら
は
、
教
皇
は
個
人
的
憎
し
み
や
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
都
市
の
要
請
に
よ
り
皇
帝
を
破
門
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
破
門
は
適
法
で

は
な
い
、
教
皇
は
異
端
、
ア
ン
チ
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
な
ど
、
そ
し
て
教
皇
側
か
ら
は
、
皇
帝
は
異
端
者
を
保
護
し
、
タ
タ
ー
ル
人
と

結
託
し
、
ア
ン
チ
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
よ
り
ム
ハ
マ
ド
の
教
え
を
好
む
、（
十
字
軍
）
誓
約
を
破
っ
た
、
な
ど
の
誹
謗
、

讒
謗
の
言
説
が
発
出
さ
れ
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
破
門
、
罷
免
は
マ
シ
ュ
ー
・
パ
リ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
広
く
社
会
の
話
題
と

な
り
、
様
々
な
う
わ
さ
も
流
布
し
、
公
論
に
影
響
を
与
え
て
い
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
争
論
に
お
け
る
う
わ
さ
の
戦
略
的
意
義
を
認
識

し
、
教
皇
も
ま
た
皇
帝
が
流
す
う
わ
さ
に
対
処
す
る
た
め
、
密
な
情
報
ネ
ッ
ト
を
構
築
し
て
い
た
。
そ
の
背
景
を
ミ
ー
ラ
ウ
は
以
下
の
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六
六

よ
う
に
考
え
る（

（4
（

。

　

教
会
（
教
皇
）
は
、
公
共
性
と
い
う
点
で
は
法
・
制
度
的
に
否
定
し
が
た
い
権
威
で
あ
り
（
普
遍
公
教
会
）、
こ
の
意
味
で
公
共
圏

に
お
け
る
教
会
の
役
割
と
、
教
会
罰
と
し
て
の
破
門
の
公
論
へ
の
影
響
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
勿
論
、
破
門
の
効
果
は
、
公

共
圏
と
し
て
の
信
徒
共
同
体
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
左
右
さ
れ
た
の
だ
が
、
公
会
議
を
通
じ
て
宣
告
さ
れ
た
破
門
（
一
二
四
五
年
の
リ
ヨ

ン
公
会
議
）
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
軽
視
す
べ
か
ら
ざ
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
有
し
た
。
君
主
の
破
門
は
社
会
を
不
安
と
興
奮
状
態

に
置
く
が
、
そ
の
中
で
う
わ
さ
は
争
う
権
力
者
に
、
公
論
を
操
作
す
る
可
能
性
を
提
供
し
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
選
び
得
た
破
門
の
効

力
に
抗
す
る
方
途
は
、（
政
治
的
）
公
衆
に
訴
え
、
自
身
に
有
利
な
公
論
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
二
二
七
年
の
最
初
の
破
門

以
来
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
公
論
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
で
あ
り
、
教
皇
に
よ
る
破
門
の
動
機
を
不
適
切
と
し
、
破
門
の
理
由
と
さ
れ
た
う
わ

さ
を
根
拠
な
く
皇
帝
の
名
声
を
損
な
う
も
の
と
し
て
、
そ
の
適
法
性
を
否
定
し
、
逆
に
「
う
わ
さ
を
根
拠
にut dicitur

」
教
皇
を
誹

謗
し
、
そ
の
適
格
性
欠
如
を
お
お
や
け
に
訴
え
よ
う
と
し
た
。
一
二
二
九
、
一
二
三
九
年
の
破
門
に
際
し
て
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
こ

れ
を
法
的
措
置
（
教
会
罰
）
で
は
な
く
、
全
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
憎
し
み
を
自
分
に
向
け
て
皇
帝
の
名
声fam

a

を
貶
め
、
悪
評

fam
a m

ala

を
広
め
る
た
め
の
不
当
な
行
為
と
し
て
、
対
抗
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
展
開
し
た
。
そ
の
激
し
さ
に
教
皇
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
を

「
虚
偽
の
達
人
」
で
あ
る
と
し
、
上
記
の
う
わ
さ
を
用
い
て
対
処
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

（4
（

。

　

最
終
的
に
は
う
わ
さ
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
り
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
教
皇
に
対
す
る
優
位
を
得
る
に
は
至
ら

な
か
っ
た
が
、
そ
の
公
共
圏
を
強
く
意
識
し
た
メ
デ
ィ
ア
戦
略
は
前
述
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
時
代
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
の
政
治
的
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
。
う
わ
さ
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
重
要
な
部
分
で
あ
り
、
出
所
、
流

通
範
囲
の
不
明
確
な
情
報
と
し
て
そ
の
対
象
者
を
不
安
に
さ
せ
、
同
時
に
そ
の
操
作
可
能
性
の
ゆ
え
に
、
公
共
圏
（
公
論
）
の
触
媒
と

し
て
権
力
に
よ
り
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（4
（

。
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六
七

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

（
2
）
公
会
議
と
う
わ
さ

　

一
五
世
紀
前
半
の
公
会
議
時
代
に
、
シ
ス
マ
克
服
と
教
会
統
一
の
問
題
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
全
体
に
及
ぶ
議
論
を
喚
起
し
た
。
コ

ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
（
一
四
一
四
─
一
四
一
八
）
に
つ
い
て
は
六
〇
〇
周
年
記
念
を
迎
え
た
二
〇
一
四
年
前
後
に
、
年
代
記
や
多
数
の

研
究
書
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
以
下
で
は
情
報
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
う
わ
さ
の
問
題
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
王
（
皇
帝
）
ジ
ギ
ス
ム
ン

ト
は
教
会
統
一
の
た
め
に
英
、
仏
、
ス
ペ
イ
ン
に
ま
で
出
向
い
て
王
た
ち
を
説
得
し
、
複
数
教
皇
の
処
分
、
教
会
改
革
、
フ
ス
派
と
そ

の
叛
乱
へ
の
対
処
は
人
々
の
関
心
を
惹
起
し
た
。
教
皇
自
身
、
ま
た
は
そ
の
代
理
人
、
枢
機
卿
、
司
教
、
高
位
聖
職
者
、
学
識
者
、
貴

族
、
都
市
代
表
、
楽
士
、
商
人
、
娼
婦
な
ど
全
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
か
ら
数
千
と
も
数
万
と
も
言
わ
れ
る
人
々
が
訪
れ
た
こ
の
中
世
最
大

の
会
議
で
は
、
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
、
三
人
の
教
皇
と
、
各
々
を
支
持
す
る
君
主
た
ち
、
枢
機
卿
、
高
位
聖
職
者
ら
の
様
々
な
思
惑
、
利
害
、

意
図
、
目
的
、
理
念
が
言
説
、
文
書
と
し
て
交
錯
し
、
緊
張
に
満
ち
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
し
た
。
そ
の
中
で
は
リ
テ
ラ
シ

を
欠
く
人
々
も
う
わ
さ
の
源
、
伝
達
回
路
と
し
て
、
公
論
形
成
に
大
き
く
関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ミ
ー
ラ
ウ
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
の
目
的
、
教
会
の
改
革
と
統
一
は
、
全
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
救
霊
と
い
う
共
通
善

に
結
び
つ
く
公
共
性
の
回
復
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た（

（4
（

。
社
会
の
下
層
に
置
か
れ
、
公
共
圏
に
直
接
発
言
す
る
能
力
、
権
限
の
な
い
人
々

に
も
、
う
わ
さ
に
よ
り
公
論
形
成
へ
の
関
与
は
可
能
で
あ
っ
た
。
一
般
に
公
共
圏
に
お
け
る
語
り
、
声
、
言
説
の
力
は
、
発
話
者
の
地

位
に
依
存
し
て
い
た
と
言
え
る
が
、
う
わ
さ
が
お
お
や
け
に
さ
れ
る
と
き
、（
出
所
不
明
ゆ
え
）
話
者
（
公
表
者
）
の
地
位
に
関
わ
ら

な
い
重
み
を
有
し
た
。
う
わ
さ
は
必
ず
し
も
信
頼
性
を
欠
く
悪
し
き
言
説
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
神
の
声vox D

ei

と
観
念
さ
れ
、

公
共
圏
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
共
通
善
の
た
め
の
言
説
空
間
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
う
わ
さ
と
公
共
圏
の
関
係

は
、
既
に
ピ
サ
公
会
議
（
一
四
〇
九
）
以
来
、
会
議
の
公
式
文
書
の
み
な
ら
ず
、
回
状
や
風
刺
書
き
の
よ
う
な
公
衆
向
け
文
書
か
ら
も

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
の
手
続
き
に
お
い
て
様
々
な
う
わ
さ
が
、
そ
の
ま
ま
真
実
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

裁
判
審
理
、
証
言
に
よ
っ
て
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
情
報
源
と
し
て
採
用
さ
れ
た（

（5
（

。
無
論
、
現
実
に
は
し
ば
し
ば
神
の
声
と
い
う
立
て
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六
八

前
の
下
で
、
党
派
的
な
見
解
が
、「
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
」「
人
々
が
言
う
と
こ
ろ
で
は
」
な
ど
の
文
言
と
と
も
に
公
論
の
ご
と
く
述

べ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
権
力
者
は
自
身
の
立
場
が
揺
ら
ぐ
状
況
で
は
、
そ
の
よ
う
な
う
わ
さ
に
不
安
を
感
じ
る
が
、
出
所
不
明
で
半

ば
隠
れ
た
う
わ
さ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
を
封
じ
込
む
こ
と
は
で
き
ず
、
う
わ
さ
の
母
胎
、
媒
体
で
あ
る
公
衆
に
対
し
て
、
宥

和
的
対
応
を
迫
ら
れ
た
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、
教
会
分
裂
と
い
う
危
機
の
時
代
に
、
拡
大
さ
れ
活
性
化
さ
れ
た
政
治
的
公
共
圏
に
お
い

て
は
、
広
範
な
人
々
が
受
動
的
聴
衆
（
観
衆
）
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
共
善
の
回
復
の
た
め
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
得
た
の
だ
と

言
え
よ
う
。

　

う
わ
さ
の
扱
い
に
関
し
て
ミ
ー
ラ
ウ
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
で
設
置
さ
れ
た
「
調
査
委
員
会
」
が
、
公
会
議
へ
の
出
席
要
請
に

応
じ
ず
、
ま
た
退
位
を
拒
否
す
る
教
皇
へ
の
措
置
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
か
ら
逃
亡
し
た
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
二
三
世
の
罷
免
手
続
き
等
を
検
討

す
る
中
で
、
こ
う
し
た
教
皇
に
関
す
る
う
わ
さ
（
悪
評
）
が
情
報
源
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
、
史
料
の
照
合
に
よ
り

明
ら
か
に
す
る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
二
三
世
の
罷
免
の
た
め
の
調
査
委
員
会
に
よ
る
証
言
聴
取
で
は
、
教
皇
に
関
す
る
様
々
な
う
わ
さ
が
語
ら

れ
、
俗
語
で
語
ら
れ
た
う
わ
さ
が
ラ
テ
ン
語
で
議
事
録
に
文
字
化
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
う
わ
さ
の
証
言
は
出
所
を
明
示
せ
ず
、
た
だ
語

ら
れ
て
い
る
の
を
聞
い
た
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
最
後
ま
で
退
位
を
拒
否
し
づ
け
た
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
一
三
世
の
罷
免
の
訴

訟
は
、
し
ば
し
ばvox D
ei

と
等
値
さ
れ
る
「
人
々
の
声
、
評
判publica vox et fam

a

」
を
参
照
し
つ
つ
行
わ
れ
た
。
風
刺
作
品
、

風
刺
的
論
争
文
書
、
回
状
に
現
れ
た
教
皇
（
ヨ
ハ
ネ
ス
二
三
世
）
へ
の
批
判
、
醜
聞
、
悪
評
も
ま
た
、
教
会
裁
判
で
の
告
発
、
罷
免
手

続
き
に
お
い
て
記
録
さ
れ
た
罪
状
に
対
応
し
て
い
た
。
匿
名
の
人
々
の
感
覚
が
、
教
会
統
一
の
回
復
を
め
ざ
す
公
論
の
形
成
に
寄
与
し

た
の
で
あ
る（

（5
（

。

　

ミ
ー
ラ
ウ
の
議
論
の
特
色
は
、
前
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
公
共
善
（
信
徒
共
同
体
の
救
済
）
や
そ
の
制
度
基

盤
と
し
て
の
教
会
と
、
公
共
圏
の
密
な
関
係
を
前
提
と
す
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
う
わ
さ
は
公
共
圏
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
、

民
主
主
義
社
会
と
同
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
規
則
（
慣
習
）
を
与
え
た
と
述
べ
る
ミ
ー
ラ
ウ
の
解
釈
は
、
民
衆
（
非
エ
リ
ー
ト
、
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六
九

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

非
識
字
層
）
の
オ
ー
ラ
ル
な
言
説
を
や
や
過
大
評
価
し
て
い
る
感
が
あ
り
、
な
お
関
連
史
料
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
再

確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
む
し
ろ
、
近
世
・
近
代
の
市
民
的
公
共
圏
と
異
な
り
、
階
層
的
、
身
分
的
社
会
の
公
共
圏
は
公
会
議
時
代
に

も
な
お
一
元
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
自
身
の
こ
と
ば
を
政
治
的
公
共
圏
に
直
接
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
の
、
う
わ
さ

と
い
う
陰
の
言
説
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
、
い
わ
ば
「
サ
ブ
世
論
」
と
し
て
、
公
会
議
を
主
導
す
る
エ
リ
ー
ト
の
言
説
圏
と
接
触
し
、
両
者

の
テ
ン
シ
ョ
ン
を
孕
む
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
関
係
が
生
み
出
す
公
論
が
、
公
会
議
を
導
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
複
合
的
な
言

論
ネ
ッ
ト
の
相
互
作
用
に
よ
る
密
な
公
共
圏
の
形
成
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
と
い
う
異
例
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
環
境
で
実
現

さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
や
は
り
状
況
対
応
的
な
性
格
を
有
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
公
会
議
時
代
の
経
験
を
経
て
、
こ
の

後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
同
盟
、
連
合
、
改
革
と
い
っ
た
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
如
何
な
る
公
共
圏
を
生
み
出
す
の
か
は
、
今

後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

（
3
）
都
市
と
公
共
の
場
・
公
共
圏

　

こ
の
他
、
近
年
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
中
世
後
期
の
王
（
皇
帝
）
に
関
す
る
論
集
や
単
著
に
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
公
共
圏

に
関
わ
る
論
点
を
扱
う
も
の
が
少
な
く
な
い
が
、
紙
数
が
尽
き
た
の
で
、
最
後
に
都
市
と
公
共
圏
に
関
す
る
論
攷
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

Ｍ
・
レ
ン
ツ
は
、
係
争
当
事
者
が
契
約
時
の
合
意
に
よ
り
、
契
約
違
反
者
の
名
誉
を
毀
損
す
る
文
書Schm

ähbrief

と
侮
辱
・
嘲
弄

す
る
絵
図Schandbilder

を
都
市
の
公
の
場
に
掲
示
し
、
こ
の
行
為
が
契
約
履
行
、
和
解
へ
の
都
市
共
同
体
の
圧
力
を
生
み
出
し
た

こ
と
か
ら
、
名
誉
を
一
つ
の
媒
体
価
値
と
す
る
公
共
圏
の
存
在
と
機
能
を
想
定
す
る（

（5
（

。
物
理
的
空
間
を
枠
組
み
と
し
た
（
部
分
）
公
共

圏
に
つ
い
て
は
Ｐ
・
モ
ネ
が
、
都
市
に
お
け
る
当
局
に
よ
る
政
治
的
公
共
圏
の
空
間
化
（
市
政
の
た
め
の
公
共
建
築
・
広
場
・
街
路
の

管
理
）
と
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
市
民
の
対
話
や
う
わ
さ
か
ら
な
る
自
律
的
公
共
圏
の
相
互
関
係
を
論
じ
、
ブ
シ
ュ
ロ
ン
は
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
のÖ

ffentlichkeit

の
仏
訳
語espace public

が
意
味
す
る
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
（
公
共
圏
）
と
、
都
市
空
間
に
お
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七
〇

け
る
公
共
の
場
所lieux publics

の
機
能
的
関
連
の
多
様
性
や
可
変
性
を
、
イ
タ
リ
ア
都
市
の
具
体
的
事
例
に
よ
り
考
察
す
る
。
ブ

シ
ュ
ロ
ン
は
様
々
なlieux publics

に
お
け
るespace public

の
形
成
過
程
の
実
証
的
解
明
を
、
都
市
の
公
共
圏
研
究
の
課
題
と
し

て
い
る（

（5
（

。
何
れ
に
せ
よ
都
市
と
い
う
、
帝
国
の
よ
う
な
枠
組
み
に
比
し
て
遙
か
に
濃
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
で
は
、
人
々
は

よ
り
日
常
的
に
公
共
圏
を
意
識
し
て
い
た
と
言
え
よ
う（

（5
（

。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
研
究
に
お
い
て
「
公
共
圏
」
概
念
を
用
い
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
最
近
の
研
究
文
献
の
紹
介
に

よ
り
、
そ
の
一
端
を
示
そ
う
と
し
た
。
批
判
的
議
論
が
絶
え
な
い
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
市
民
的
公
共
圏
」
概
念
を
あ
え
て
中
世
に
持
ち

込
む
の
は
、「
は
じ
め
に
」、
及
び
第
一
章
で
縷
々
論
じ
た
よ
う
に
、
政
治
社
会
の
緊
迫
し
た
状
況
や
危
機
の
中
で
、
政
治
エ
リ
ー
ト
の

み
な
ら
ず
、
と
き
に
は
広
範
囲
な
人
々
も
直
接
、
間
接
に
加
わ
っ
た
オ
ー
ラ
ル
、
リ
テ
ラ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
密
度
と
広
が

り
が
、
王
、
皇
帝
、
教
皇
、
諸
侯
、
そ
の
他
の
権
力
者
の
政
治
行
動
や
合
意
、
決
定
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
そ
の
意
味
で
公
衆
、
公

論
が
政
治
的
公
共
圏
を
一
時
的
に
せ
よ
生
み
出
し
た
こ
と
を
、
政
治
史
的
考
察
の
射
程
に
収
め
る
た
め
で
あ
る
。
権
力
者
は
巷
間
に
流

布
す
る
言
説
を
、
状
況
に
よ
り
公
論
の
ご
と
く
意
識
し
た
。
そ
の
よ
う
な
公
論
は
、
必
ず
し
も
自
律
的
な
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
基
づ
く
実
体
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
い
が
、
権
力
者
、
紛
争
当
事
者
は
状
況
に
応
じ
て
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
、
公
衆
に

自
身
の
立
場
、
正
当
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
公
論
を
操
作
し
よ
う
と
努
め
た
。

　

叙
任
権
闘
争
期
か
ら
一
三
世
紀
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
時
代
の
公
論
は
、
な
お
権
力
や
論
争
家
の
関
心
と
想
像
が
生
み
出
す
ヴ
ァ
ー

チ
ャ
ル
な
構
築
物
、
あ
る
い
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
反
応
し
て
生
ま
れ
た
党
派
的
な
言
説
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

他
方
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
デ
ア
・
バ
イ
エ
ル
の
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
と
の
対
立
期
、
そ
し
て
一
五
世
紀
の
公
会
議
時
代
に
は
、
そ
の
特

有
の
状
況
に
対
応
し
て
活
性
化
し
た
と
い
う
面
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
公
論
は
う
わ
さ
を
も
含
め
て
、
確
か
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
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七
一

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

つ
言
説
空
間
、
す
な
わ
ち
公
共
圏
を
形
成
し
て
い
た
。
何
れ
に
せ
よ
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
潜
在
、
顕
在
の
公
論
を
生
み
出
す
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
で
あ
る
公
共
圏
と
権
力
と
の
相
互
関
係
が
、
伝
統
的
な
支
配
・
被
支
配
、
権
威
と
服
従
の
関
係
を
揺
る
が
せ
、

秩
序
を
よ
り
広
域
的
に
再
編
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
新
た
な
理
念
や
価
値
を
語
る
言
説
空
間
（
ネ
イ

シ
ョ
ン
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
？
）
が
現
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
公
共
圏
の
展
開
過
程
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
際
に
留
意
す
べ
き

は
、
近
代
の
公
共
圏
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
拡
大
す
る
中
世
後
期
の
公
共
圏
も
ま
た
対
立
（
対
抗
的
公
共
圏
）
を
内
包

し
、
従
っ
て
多
元
的
、
可
変
的
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
で
紹
介
し
た
研
究
の
大
半
は
限
定
的
さ
れ
た
事
例
を
対
象
と
し
、
史
料
的
制
約
も
あ
り
、
な
お
こ
こ
に
述
べ
た
課
題
と
正
面
か

ら
取
り
組
ん
だ
成
果
は
僅
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
様
々
な
課
題
と
と
も
に
「
公
共
圏
」「
公
共
性
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン

は
、「
転
回
」
以
後
の
中
世
史
研
究
に
お
い
て
、
政
治
文
化
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
再
活
性
化
す
る
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
考
え
た
い（

（5
（

。

さ
ら
に
言
え
ば
中
世
の
公
共
圏
の
多
様
な
実
態
と
機
能
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
認
識
を
通
じ
て
、
欧
米
史
の
特
権
的
概
念
で
あ
っ
た
「
公

共
圏
」
を
、
欧
米
以
外
の
世
界
の
政
治
と
社
会
を
比
較
考
察
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
1
）		

長
谷
川
貴
彦
『
現
代
歴
史
学
へ
の
展
望
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一

六
年
、
九
九
─
一
二
七
、
一
六
八
─
一
七
八
頁
、
同
「
言
語
論
的

転
回
と
西
洋
史
研
究
」（
岡
本
充
弘
他
編
『
歴
史
を
射
つ
』
御
茶

の
水
書
房
、
二
〇
一
五
年
）、
二
四
二
─
二
六
一
頁
。
長
谷
川
は

現
代
歴
史
学
の
言
語
論
的
転
回
と
の
関
係
を
、
批
判
的
受
容
と
い

う
意
味
で
「
折
衷
主
義
」
的
態
度
と
述
べ
る
。

（
2
）		

他
の
シ
ナ
リ
オ
は
、「
伝
統
的
文
化
史
（
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
）
の

復
活
」、「
社
会
史
の
逆
襲
」
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ク
（
長

谷
川
貴
彦
訳
）『
文
化
史
と
は
何
か
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

〇
八
年
、
一
三
五
─
一
六
八
頁
。

（
3
）		

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
細
谷
貞
雄
・
山
田
正
行
訳
）

『
公
共
性
の
構
造
転
換
─
市
民
社
会
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の

探
究
』
未
来
社
、
第
二
版
、
一
九
九
四
年
。

（
4
）		M

elve, L., Inventing the Public Sphere. T
he Public 

D
ebating during the Investiture Contest (c.1030-1122), 

2 vols, Leiden/B
oston 2007; C

onnel, C
. W

., P
olular 

O
pinion in the M

iddle A
ges. Channeling Public Ideas 
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七
二

and A
ttitudes, Berlin/Boston 2016. 

近
現
代
史
に
お
け
る
公

共
圏
の
問
題
や
、
現
代
歴
史
学
の
課
題
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
取

り
上
げ
ら
れ
る
「
公
共
圏
」
に
つ
い
て
は
、『
歴
史
学
研
究
』
二

〇
〇
三
年
一
〇
月
増
刊
号
の
特
集
（
大
会
報
告
）「
公
共
圏
再
考

─
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（
テ
ッ
サ
・

モ
ー
リ
ス
＝
ス
ズ
キ
、
篠
原
琢
ら
の
寄
稿
）、
市
沢
哲
「
公
共
圏

に
お
け
る
歴
史
学
／
公
共
圏
を
つ
く
り
出
す
歴
史
学
」『
歴
史
科

学
』
二
三
五
、
二
〇
一
九
年
を
参
照
。
但
し
こ
れ
ら
の
論
攷
で
は
、

「
公
共
圏
」
概
念
の
意
義
、
有
効
性
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。

（
5
）		

ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ク
（
佐
藤
公
彦
訳
）『
歴
史
学
と
社
会
理

論
』（
第
二
版
）、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
二
五

四
─
二
五
六
頁
。

（
6
）		

中
世
の
「
公
共
圏
」
へ
の
関
心
の
背
景
と
し
て
、
現
代
大
衆
社

会
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
激
変
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
批
判
的

理
性
に
よ
り
議
論
す
る
公
衆
は
言
説
を
吸
収
す
る
消
費
大
衆
と
化

し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ベ
イ
ト
を
基
盤
と
す
る
「
公
共
圏
」
の

機
能
が
衰
退
し
て
い
る
こ
と
へ
の
危
機
感
を
も
指
摘
で
き
る
。
こ

う
し
た
「
公
共
圏
」
の
変
化
は
既
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
指
摘
し
て

い
た
が
、
Ｐ
・
ブ
シ
ュ
ロ
ン
も
そ
の
論
集
刊
行
の
動
機
の
一
つ
と

し
て
い
る
。Boucheron, P./O

ffenstadt, N
., Introduction 

générale: une histoire de l`échange politique au M
oyen 

Â
ge, in: Boucheron/O

ffenstadt (sous la direction de), 
L’espace public au M

oyen Â
ge. D

ébats autour de Jürgen 
H

aberm
as, Paris 2011, p. 7. 

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
公
共
圏
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
阿
部
潔
『
公
共

圏
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
、

二
二
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
7
）		

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
前
掲
書
、
四
六
─
一
二
七
頁
。
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
の
「
市
民
的
公
共
圏
」
と
そ
の
変
容
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て

は
稲
葉
振
一
郎
『
公
共
性
論
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
花

田
達
朗
『
公
共
圏
と
い
う
名
の
社
会
空
間
』
木
鐸
社
、
一
九
九
六

年
、
二
八
─
三
五
頁
、
三
一
頁
の
図
1
な
ど
を
参
照
。

（
8
）		

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
前
掲
書
、
一
五
ー
二
六
頁
。
村
上
淳
一
は

「
示
威
的
公
」
と
表
現
し
、
花
田
達
朗
も
「
示
威
的
公
共
圏
」
と

い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
。
村
上
淳
一
「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
公
共

性
の
構
造
変
化
』」（『
法
学
協
会
雑
誌
』
八
四
─
四
、
一
九
六
七

年
、
四
九
〇
頁
、
花
田
、
前
掲
書
、
二
八
頁
。

（
9
）		

成
瀬
治
も
「
示
威
的
公
共
性
」
で
は
、
臣
民
た
ち
の
前
に
臨
御

す
る
君
主
の
人
身
を
通
じ
て
、「
偉
大
・
崇
高
・
尊
厳
・
栄
光
・

品
位
」
と
い
っ
た
不
可
視
的
価
値
が
可
視
化
さ
れ
る
と
述
べ
る
。

成
瀬
「「
市
民
的
公
共
性
」
の
理
念
」　

『
世
界
史
へ
の
問
い　

四　

社
会
的
結
合
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
。

（
10
）		

「
批
判
的
研
究
」
を
継
承
す
る
公
共
圏
論
と
し
て
、
社
会
学
者
、

阿
部
潔
の
議
論
が
示
唆
的
で
あ
る
。
阿
部
潔
『
公
共
圏
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
七
〇
─

二
二
四
頁
。
公
共
圏
の
議
論
は
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
対
立

的
や
対
照
的
な
問
題
意
識
、
視
点
を
相
互
媒
介
す
る
こ
と
が
可
能

と
考
え
る
阿
部
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
る
合
意
形
成
は
、
実
態
と
し
て
の
最
終
目
的
で
は
な
く
、

様
々
に
異
な
る
生
活
世
界
の
内
実
の
多
様
性
と
差
異
性
を
認
め
た

上
で
、
そ
こ
に
お
い
て
民
主
主
義
的
な
討
論
過
程
を
実
現
し
て
い
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七
三

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

く
た
め
の
手
続
き
手
段
で
あ
り
、
合
意
は
絶
え
ず
疑
問
提
示
と
批

判
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
点
で
、「
討
論
の
一
状
態
」
で
あ
る

と
述
べ
る
。
同
、
二
三
三
─
二
三
四
頁
。

（
11
）		Boucheron, Espace public et lieux publics: approaches 

en histoire urbaine, in: Boucheron/O
ffenstadt (sous la 

direction de), op. cit., p. 108. 

拙
著
『
中
世
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
秩
序
─
紛
争
・
平
和
・
儀
礼
─
』
京
都
大
学
学
術
出
版

会
、
二
〇
二
〇
年
、
九
─
一
九
頁
。
但
し
、
公
衆
（
家
臣
・
臣

民
）
に
よ
る
儀
礼
の
受
容
、
理
解
の
実
証
的
解
明
は
史
料
情
報
に

恵
ま
れ
た
稀
な
ケ
ー
ス
以
外
は
難
し
い
。T

hum
, B

., 
Ö

ffentlichkeit und K
om

m
unikation im

 M
ittelalter, in: 

Ragotzky, H
./W

enzel, H
. (H

g.), H
öfische R

epräsentation. 
D

as Zerem
oniell und die Zeichen, T

übingen 1990, S. 66-
72; A

lthoff, G
., D

em
onstration und Inszenierung. 

Spielregeln der K
om

m
unikation in m

ittelalterlicher 
Ö

ffentlichkeit, in: Frühm
ittelalterliche Studien 27, 1993, 

S. 27-50; F
euchter, J., O

ratorik und Ö
ffentlichkeit 

spätm
ittelalterlicher Repräsentativversam

m
lungen. Zu 

zw
ei D

iskursvorgaben von Jürgen H
aberm

as, O
tto 

B
runner und C

arl Schm
itt, in: K

intzinger, M
./

Schneidm
üller, B

. (H
g.), P

olitische Ö
ffentlichkeit im

 
Spätm

ittelalter, O
stfildern 2011, S. 198-202.

（
12
）		

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
前
掲
書
、
ⅷ
頁
。

（
13
）		

同
書
、
ⅵ
─
ⅶ
、
xx
─
xxi
頁
。

（
14
）		

阿
部
に
よ
れ
ば
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
は
、「
単
一
の
（
市

民
的
）
公
共
圏
」
を
支
配
階
級
に
よ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
確
立
の
場
と

捉
え
、
公
共
圏
内
部
の
競
合
関
係
、
支
配
的
公
共
圏
と
対
抗
的
公

共
圏
と
の
競
合
関
係
の
な
か
で
、
権
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う

に
発
揮
さ
れ
る
の
か
を
問
う
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
阿
部
、
前
掲
書
、

二
〇
〇
頁
。

（
15
）		

花
田
に
よ
れ
ば
こ
の
意
味
で
「
公
共
圏
」
は
理
念
と
現
実
、
実

態
と
規
範
の
二
重
性
を
包
摂
す
る
。
花
田
、
前
掲
書
、
三
、
二
三

─
二
八
頁
。
齋
藤
純
一
『
公
共
性
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、

ⅹ
、
三
一
頁
。

（
16
）		M

orsel, J., Com
m

unication et dom
ination sociale en 

Franconie à la fin du M
oyen Â

ge: l`enjeu de la réponse, 
in: Boucheron/O

ffenstadt. (sous la direction de), op. cit., 
pp. 354-355. 

Ｅ
・
Ａ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
も
同
様
に
考
え
る
。

Brow
n, E. A

. R., Jürgen H
aberm

as, Philippe le Bel et 
l`espace public, in: ibid., p.195. 

但
し
モ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
言
うÖ

ffentlichkeit

は
比
喩
と
し
てm

ilieu

、

dom
aine

、cham
p social

を
も
含
意
す
る
。

（
17
）		O

schem
a, K

., D
ie Ö

ffentlichkeit des politischen, in: 
K

intzinger/Schneidm
üller (H

g.), a.a.O
., S. 49-50. cf. 

Boucheron, Espace public et lieux publics: appoche en 
histoire urbaine, pp. 20-21. 

ブ
シ
ュ
ロ
ン
ら
の
中
世
の
「
公

共
圏
」
に
関
す
る
論
集
の
目
的
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
概
念
を

ツ
ー
ル
と
し
て
未
完
成
な
「
公
共
圏
」
を
考
察
し
、
支
配
・
被
支

配
の
視
点
か
ら
解
放
さ
れ
た
中
世
社
会
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
を
読
み

取
る
こ
と
で
あ
っ
た
。Bucheron/O

ffenstadt, Introduction 
générale: une histoire de l`échange politique au M

oyen 
Â

ge, p. 195.
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七
四

（
18
）		K

intzinger/Schneidm
üller (H

g.), a.a.O
. 

Ｎ
・
ヤ
ス
パ
ー

ト
の
巻
末
総
括
を
参
照
。Jaspert, N

., Politische 
Ö

ffentlichkeit im
 Spätm

ittelalter: Zusam
m

enfassung, in: 
Ebenda, S. 434-437.

（
19
）		H

ruza, K
., P

ropaganda, K
om

m
unikation und 

Ö
ffentlichkeit im

 M
ittelalter, in: D

ers. (H
g.), 

Propaganda, K
om

m
unikation und Ö

ffentlichkeit (11.-
16. Jahrhundert), W

ien 2002, S. 17-21.

（
20
）		M

irbt, C., D
ie Publizistik im

 Zeitalter G
regors V

II., 
Leipzig 1894.

は
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
時
代
の
論
争
文
書
を
、

「
公
衆
メ
デ
ィ
ア
文
書publizistische Literatur

」
と
い
う
視

点
か
ら
網
羅
的
に
考
察
し
た
文
献
で
あ
る
が
、
そ
の
後
長
ら
く
こ

の
観
点
か
ら
の
叙
任
権
闘
争
期
の
包
括
的
研
究
は
現
れ
な
か
っ
た
。

M
elve, L., Inventing the P

ublic Sphere. T
he P

ublic 
D

ebating during the Investiture Contest (c. 1030-1122), 
2 vols, Leiden/Boston 2007. 

以
下
で
はM

IPS, 1, 2 

と
表
記
。

「
教
皇
改
革
」
の
下
で
の
論
争
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
関
口
武
彦

『
教
皇
改
革
の
研
究
』
南
窓
社
、
二
〇
一
三
年
、
五
二
─
二
三
九

頁
を
参
照
。

（
21
）		M

IPS, 1, pp. 6-8. 

な
お
メ
ル
ヴ
ェ
が
論
争
の
展
開
自
体
か
ら

公
共
圏
の
発
生
を
考
え
る
の
に
対
し
、
Ｍ
・
ズ
ハ
ン
は
論
争
の
性

格
、
即
ち
王
と
教
皇
の
個
人
的
な
対
立
が
破
門
・
廃
位
宣
告
の
中

で
、
王
権
の
正
当
性
、
王
国
と
そ
の
臣
民
の
司
牧
・
救
霊
に
関
わ

る
公
共
的
次
元
の
問
題
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
。

Suchan, M
., Publizistik im

 Zeitalter H
einrichs IV

.- 
A

nfänge päpstlicher und kaiserlicher Propaganda in 

‚Investiturstreit‘ ?, in: H
ruza (H

g.), a.a.O
., S. 38-45.

（
22
）		M

IPS, 1, pp. 64-68.

（
23
）		

一
〇
七
六
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
集
会
で
司
教
た
ち
は
教
皇
批
判
決

議
の
中
で
公
論
を
示
唆
し
、
教
皇
の
裁
き
や
決
定
に
対
す
る
民
衆

の
不
満
が
至
る
と
こ
ろ
で
鳴
り
響
い
て
い
る
と
述
べ
た
。
こ
の
時

期
の
五
六
の
論
争
文
書
中
、
一
六
が
公
論
の
様
々
な
側
面
に
言
及

し
て
い
る
。M

IPS, 1, pp. 47-48. 

ま
た
ラ
ウ
テ
ン
バ
ッ
ハ
の
マ

ネ
ゴ
ル
ト
も
街
路
や
市
場
の
至
る
所
で
王
側
に
よ
る
誹
謗
が
民
衆

の
間
に
広
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
教
皇
派
の
ザ
ル

ツ
ブ
ル
ク
大
司
教
ゲ
プ
ハ
ル
ト
、
王
派
の
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
司

教
グ
イ
ド
ら
は
不
特
定
の
読
者
、
聴
衆
に
向
け
て
語
る
こ
と
、
そ

れ
に
よ
り
自
ら
に
有
利
な
政
治
的
公
衆
、
公
論
を
生
み
出
す
こ
と

を
意
識
し
て
い
た
。M

IPS, 1, pp. 76, 79-80, 84.

（
24
）		M

IPS, 1, pp. 99-119, 2, p. 650.

（
25
）		

叙
任
権
闘
争
期
の
王
派
の
論
者
は
「
民
の
頭caput populi

」

の
議
論
を
政
治
理
論
に
統
合
し
、
民populus

が
権
力
に
と
っ
て

独
自
の
資
源
に
な
る
と
の
認
識
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。M

IPS, 2, 
pp. 578ff, 653.

（
26
）		M

elve, Public D
ebate, Propaganda, and Public 

O
pinion in the Beket Controversy, in: V

iator 48-3, pp. 
79-102.

（
27
）		Connell, op. cit.

（
28
）		Ibid., pp. 207-214.

（
29
）		D

um
olyn, J./H

aem
ers, J. et al. (ed.), T

he V
oices of the 

People in Late M
edieval E

urope. Com
m

unication and 
P

opular P
olitics, T

urnhout 2014; Low
agie, H

., T
he 

0441_2-04- 服部良久先生 _v15



七
五

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
に
お
け
る
「
公
共
圏
」
論
の
射
程

political F
unctions of O

ral N
etw

orks in the Later 
M

edieval Low
 Countries, in: ibid., pp. 205-213.

（
30
）		Connel, op. cit., pp. 264-277, 278-285.

（
31
）		K

intzinger/Schneidm
üller (H

g.), a.a.O
., S. 11-19, Eine 

Einführung. 

服
部
良
久
編
『
中
世
後
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
元

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
政
治
秩
序
』（
科
研
費
成
果
報
告
書
）、

二
〇
二
〇
年
、
五
─
三
一
頁
を
も
参
照
。

（
32
）		H

ru
za, P

rop
ag

an
d

a, K
om

m
u

n
ik

ation u
n

d 
Ö

ffentlichkeit im
 M

ittelalter, in: D
ers. (H

g.), a.a.O
., S. 17-

25.

（
33
）		Schubert, E., Ludw

ig der Bayer im
 W

iderstreit der 
öffentlichen M

einung seiner Zeit, in: N
ehlsen, H

./
H

erm
ann, H

.-G
. (H

g.), K
aiser L

udw
ig der B

ayer. 
K

onflikte, W
eichenstellung und W

ahrnehm
ung seiner 

H
errschaft, Paderborn 2002, S. 163-197.

（
34
）		

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
と
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
の
対
立
と
交
渉
に
つ
い

て
は
、
池
谷
文
夫
『
ド
イ
ツ
中
世
後
期
の
政
治
と
政
治
思
想
』
刀

水
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
四
三
─
二
八
一
頁
を
も
参
照
。

（
35
）		

池
谷
、
前
掲
書
、
二
〇
五
─
二
一
一
頁
。

（
36
）		

池
谷
、
前
掲
書
、
七
二
─
一
七
二
頁
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
宮
廷

に
滞
在
し
た
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
士
や
パ
リ
の
神
学
者
に
つ
い
て

は
、E

isenzim
m

er, M
., D

er herrscherliche H
of als 

N
achrichten- und K

om
m

unikationszentrum
, in: Seibert, 

H
. (H

g.), L
udw

ig der B
ayer (1314-1347). R

eich und 
H

errschaft im
 W

andel, Regensburg 2014, S. 353-355

を

参
照
。

（
37
）		Schubert, a.a.O

., S. 193.

（
38
）		Ebenda, S. 179. 

池
谷
、
前
掲
書
、
二
一
九
─
二
三
〇
頁
。

（
39
）		Schubert, a.a.O

., S. 181-186.

（
40
）		Studt, B., Geplante Ö

ffentlichkeit: Propaganda, in: 
K

intzinger/Schneidm
üller (H

g.), a.a.O
., S. 203-236.

（
41
）		

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ダ
イ
ク
ス
ラ
ー
の
年
代
記

は
「
市
壁
に
貼
ら
れ
た
大
き
な
文
書D

ie groß schrifft an der 
m

aw
r

」
と
記
し
て
い
る
。Ebenda, S. 224.

（
42
）		Ebenda, S. 222-225.

（
43
）		Ebenda, S. 226-227.

（
44
）		

な
お
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
は
、
フ
ス
戦
争
下
で
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を

も
取
り
上
げ
、
対
フ
ス
十
字
軍
を
要
請
す
る
教
皇
文
書
、
書
簡
の

特
使
（
枢
機
卿
）
に
よ
る
各
地
の
帝
国
集
会
（
諸
侯
、
貴
族
、
都

市
）、
地
方
教
会
会
議
で
の
読
み
上
げ
、
司
教
た
ち
に
よ
る
書
簡

（
写
本
）
の
集
会
地
か
ら
他
都
市
へ
の
送
付
、
特
使
に
よ
る
十
字

軍
勧
説
説
教
等
に
言
及
し
て
い
る
。Ebenda, S. 214-221.

（
45
）		M

ierau, H
. J., E

xkom
m

unikation und M
acht der 

Ö
ffentlichkeit: Gerüchte im

 K
am

pf zw
ischen Friedrich 

II. und K
urie, in: H

ruza (H
g.), a.a.O

., S. 79.

（
46
）		Ebenda, S. 57-62, 67.

（
47
）		Ebenda, S. 68-76.

（
48
）		Ebenda, S. 79-80.

（
49
）		M

ierau, H
. J., Fam

a als M
ittel zur H

erstellung von 
Ö

ffentlichkeit und G
em

einw
ohl in der Z

eit des 
K

onziliarism
us, in: K

intzinger/Schneidm
üller (H

g.), a.
a.O

., S. 237-286.
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七
六

（
50
）		Ebenda, S. 275. 

調
査
史
料
に
現
れ
る
「
誰
も
が
言
う
よ
う
に
」、

「
う
わ
さ
に
よ
れ
ば
」、「
庶
民
が
言
う
に
はvulgus dicit

」
な

ど
の
表
現
の
間
に
は
そ
の
評
価
、
信
頼
性
に
差
異
が
あ
っ
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
事
実
、「
真
実
」
に
至
る
た
め
の
手

が
か
り
と
さ
れ
た
。Ebenda, S. 270-272.

（
51
）		Ebenda, S. 263-271, 276.

（
52
）		L

entz, M
., R

echtsstreit, K
om

m
unikation und 

Ö
ffentlichkeit im

 späten M
ittelalter. D

as Beispiel der 
Schm

ähbriefe und Schandbilder, in: H
ruza (H

g.), a.a.O
., S. 

189-208.

（
53
）		M

onnet, P., D
ie Stadt, ein O

rt der politischen 
Ö

ffentlichkeit im
 Spätm

ittelalter? Ein T
hesenpapier, in: 

K
intzinger/Schneidm

üller (H
g.), a.a.O

., S. 329-359; 
Boucheron, op. cit. pp. 99-117.

（
54
）		

Ａ
・
ハ
ー
フ
ァ
ー
カ
ン
プ
は
、
鐘
（
の
音
）
が
メ
デ
ィ
ア
と
し

て
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
と
し
て
の
都
市
の
公
共
性
を
発
展
さ
せ
た

と
述
べ
る
。
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ハ
ー
フ
ァ
ー
カ
ン
プ
（
大
貫
俊

夫
・
江
川
由
布
子
他
訳
）『
中
世
共
同
体
論
』
柏
書
房
、
二
〇
一

八
年
、
一
五
一
─
二
〇
四
頁
。
中
世
後
期
の
都
市
に
お
け
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
メ
デ
ィ
ア
、
多
元
的
な
公
共
圏
に
つ
い
て

は
次
の
文
献
を
も
参
照
。M

ersiow
sky, M

., W
ege zur 

Ö
ffentlichkeit. K

om
m

unikation und M
edieneinsatz in 

der spätm
ittelalterlichen Stadt, in: A

lbrecht, S., (H
g.), 

Stadtgestalt und Ö
ffentlichkeit. D

ie E
ntstehung 

politischer R
äum

e in der Stadt der V
orm

oderne, K
öln / 

W
eim

ar / W
ien 2010, S. 13-57.

（
55
）		

中
世
後
期
の
公
共
圏
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
は
、Jaspert, 

a.a.O
., S. 433-449.
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